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   （開議 午前９時58分） 

○議長（橋本恭子） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成26年第３回太子町議会定例会（第

450回町議会）におそろいで御出席いただき

ましてありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成26年第

３回太子町議会定例会（第450回町議会）を

再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（橋本恭子） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問される議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答
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弁は簡潔明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 おはようございます。 

 ４番首藤佳隆、通告に従いまして一般質問

をさせていただきます。 

 平成26年５月、姫路市は国が創設予定の地

方中枢拠点都市制度のモデル事業に申請する

と発表したことを踏まえ、次の質問をいたし

ます。 

 まず１つ目、太子町が地方中枢拠点都市制

度のモデル事業に参加する経緯とメリットを

伺います。 

 ２つ目、４月22日にキックオフ会議という

のが開かれ、このキックオフ会議には相生

市、加古川市の市長さんも参加されておりま

すが、ほかの市町の首長さんは参加されずに

キックオフ会議が開かれました。 

 また、スケジュールを見ますと、この６月

中には、播磨地域22市町のうち太子を含めた

16の市町が参加する播磨圏域経済成長戦略会

議が発足されることになっていますが、地方

中枢拠点都市制度のモデル事業の現時点でわ

かっている内容の説明を求めます。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） お答え申し上げま

す。 

 地方中枢拠点都市制度は、平成25年３月

に、姫路市を幹事とする８市による研究会が

設立され、同年６月に、第30次地方制度調査

会の答申でその位置づけと財政措置を講じる

必要が盛り込まれたことが始まりでございま

す。 

 それを受けた総務省が基礎自治体における

行政サービス提供に関する研究会を設置して

制度設計を進め、そして５月30日に、この制

度の創設を含む地方自治法の一部改正法が公

布され、新たな広域連携の仕組みが規定され

たところでございます。 

 この制度は、地方拠点都市と近隣市町が連

携協約を締結し、この協約に、１つ目とし

て、圏域全体の経済成長の牽引、２つ目とし

て、高次の都市機能の集積、３つ目として、

圏域全体の生活関連機能サービスの向上の具

体的な取り組みを記載し、圏域全体で成長し

ていこうというものであります。 

 太子町に対しましては、２月に、拠点都市

の候補である姫路市が広域連携に係る説明の

ために来庁されております。その後、４月

15日付で、播磨広域連携協議会会長である姫

路市長から、地方中枢拠点都市のモデル事業

に姫路市が応募する予定であり、地方中枢拠

点都市に向けた播磨圏域活性化推進検討会へ

の参加を呼びかけられました。 

 町としては、地方中枢拠点都市が合併を前

提とした制度でないこと、また検討会やモデ

ル事業への参加が連携協約の締結を確約した

ものではないことを確認した上で、町単独で

実施するよりも効率的と考えられる生活関連

機能サービス等につきまして、拠点都市と連

携することにより住民福祉の向上に寄与でき

ないかと考え、また普通交付税、特別交付税

による財政支援があることも勘案し、参加を

決定したところでございます。 

 ２点目の播磨圏域経済成長戦略会議につい

てお答え申し上げます。 

 これにつきましても、地方中枢拠点都市と

なり得る市は圏域の核となる都市で、人口

20万人以上、昼夜人口比率が１以上の市で、

全国で61市が要件を満たしており、26年度は

モデル事業として、姫路市を初め、盛岡市、

広島市、福岡市、熊本市などが応募したよう

でございます。 

 播磨圏域経済成長戦略会議は、中枢拠点都

市が担う役割である──先ほど申し上げまし

た──１つ、圏域全体の経済成長の牽引、２

つ目、高次の都市機能の集積、３つ目、圏域

全体の生活関連機能サービスの向上のうち、

１の圏域全体の経済成長の牽引の分野では、

産学金官民が一体となり経済戦略を策定する

ための会議でございます。 
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 この制度は、市町間で締結する連携協約に

より事業を推進するものであり、協約の締結

には議会の議決を要します。 

 事業の内容としては、これから検討してい

くことになりますが、想定される事業とし

て、圏域全体の経済成長の牽引では、専門的

人材の招聘、産学金官の共同研究等、また２

つ目として、高次の都市機能の集積では、先

進医療サービスの提供、広域的公共交通網の

整備、高等教育環境整備等、また３つ目とし

て、圏域全体の生活関連機能サービスの向上

では、地域医療の充実、地域公共交通の整

備、また地産地消推進等が上げられていま

す。協約の締結の判断をする際には事業内容

も明確になっているものと考えますので、十

分に説明できると思います。現時点では各市

町が連携協約になるモデル事業を提案してい

る状況でございますので、まだ不明な点が

多々あります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 現時点ではモデル事業に申

請している段階なんで具体的なことはなかな

かわかりにくいとは思いますが、一応国のほ

うの資料であるとか、姫路市さんも資料のほ

う出されております。新聞等々でもいろんな

ことが発表されてるわけですけども。 

 まず、先ほど交付税のほうも期待できるの

かなというような発言がございましたけど

も、３つの大きな計画ですね。圏域全体の経

済成長の牽引、高次の都市機能の集積、圏域

全体の生活関連機能サービスの向上という３

つおっしゃいましたけども、その３つともと

か、どうも資料読んでると、中心になる姫路

市に地方財政措置がなされるというふうには

あるわけですけども、太子町など、この制度

に参加している近隣の市町というのは、財政

的な措置は、具体的にまだわからないとは思

いますけども、どの分野に集中してるような

形でされるんでしょうか。どういう予定でし

ょうか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 財政措置につきま

しては、平成26年度についてはモデル事業で

あり、協約連携内容の検討の調整、また播磨

圏域活性化ビジョン案の策定等、連携協約締

結に向けた準備に要するソフト経費と試行

的、一部実施事業に要する経費が対象となり

ますが、これにつきましては交付税措置では

なく、上限1,500万円を限度とする、国から

拠点都市である姫路市に対して委託金という

形で交付されることになっております。 

 また、連携協約が締結された後の27年度に

おいては、連携協約に盛り込まれる、１つ目

として、圏域全体の経済成長の牽引、また２

つ目の高次の都市機能の集積については、拠

点都市である姫路市が財政措置を受け、また

３つ目の圏域全体の生活関連機能サービスの

向上については、拠点都市である姫路市と、

それと連携市町である、例えば太子町と双方

に財政措置されることとなってます。その方

法としては、普通交付税、特別交付税で財政

支援するとされておりますけれども、今のと

ころ詳しい詳細は不明でございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 先ごろの姫路市さんの６月

議会にも予算が補正で上がっておりました。

それがこの分だと思いますけども、財政的な

措置いろいろ今後出てくるんだと思います。

しっかりとメリットが太子町にとってあるよ

うに動いていただければと思います。 

 続いてですけども、先ほど説明の中でいろ

いろ具体的なこともお話ししていただきまし

た。例えば住民に直接関係するような、住民

の関心度が高いものとしては、高度な医療サ

ービスの提供であるとか、広域的公共交通網

の構築であるとか、言葉でいくとすごい、播

磨地域が発展していくような文言が並んでお

ります。結びつきやネットワーク強化に係る

政策分野では、もう公共交通、交通インフラ

とか、移住促進だとか、本当にいい言葉が並

んでるわけですけども、そうなると、先ほど

も姫路市さんに財政措置がとられて、姫路市



－40－ 

さんを中心に展開していくというふうになる

んでしょうけども、そしたらそういったサー

ビスを受ける町民にとっては、姫路市からサ

ービスを受けるというふうなイメージにもな

るかと思います。そういった場合に、ちっち

ゃな太子町とか、ほかの近隣の市町さんを見

ていくと、姫路市さんとは職員数の違いもあ

ります。職員の違いがあるということは、も

う専門性も恐らく違ってくるんだと思いま

す。そういったところの違いから、果たして

全部が均一のサービスが受けられるんかなあ

というふうな懸念も生じるおそれもありま

す。そういったことも今後具体的なことが決

定していく中でしっかりと協議してもらいた

いなと思う次第です。 

 ニュース等なんかも拝見しておりますと、

今年になってようやく明石のほうが播磨広域

連携協議会のほうには入られたと。播磨地区

の22の市町は全部この広域連携協議会に参加

されております。この協議会と今回の中枢拠

点都市制度の違いというのが若干わかりにく

いということがございますんで、太子町とし

てどういう位置づけで考えられているのかを

説明お願いします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） お答え申し上げま

す。 

 播磨広域連携協議会は、これまで播磨中央

広域というような名で、いろんな施策に対し

て協議をしておりましたけども、それが解散

し、その後、引き続き広域連携協議会とし

て、観光における連携だとか、広域防災施策

における行政課題に取り組むことを目的に、

24年度に発足した組織で、広域防災において

は、協議会発足時に播磨広域防災連携協定を

締結し、非常時でなく平常時においても相互

協力体制をひいている。また、平成25年５月

には、災害時の情報収集などで日本郵便

（株）と連携協力を行ったところでございま

す。また、広域観光施策としては、はりま酒

文化ツーリズムの推進、「播磨国風土記編纂

1300年」のＰＲ、黒田官兵衛のＰＲ等を行っ

ております。 

 この協議会は、協定や協力を行いますけれ

ども、あくまでも任意のものであり、法的な

拘束力はありません。一方、先ほどから説明

しております地方中枢拠点都市制度につきま

しては、地方自治法を根拠とした連携協約を

事業手法として、先ほど申し上げた３つの事

業を展開していくものでありまして、連携協

約を締結した地方公共団体間におきまして

は、法的拘束力を有し、分担した役割を果た

すための必要な措置をとる義務が生じます。

国家間でいいますと友好条約と、いわゆる条

約締結というような考え方の違いだと考えて

いただいたら結構かと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 なかなか、わかりやすい面

とわかりにくい面もあるわけですけども、こ

れは、何度も言いますが、これから具体的に

なっていくことによって我々もわかってくる

のかなというふうにも思います。 

 そんな中で、よりわかりにくいなあと思う

のが、先ほど広域連携協議会のほうで観光と

かという言葉も出てきたわけですけども、こ

のモデル都市のイメージという資料もあるわ

けですけども、その中の圏域全体の経済成長

の牽引のイメージ素案によると、播磨圏域経

済成長戦略会議というのがもとにあると。そ

のもとになってる戦略会議が中心に位置し

て、具体的に動く組織として、イノベーショ

ンクラスター、ブランド育成クラスター、広

域観光クラスターという３つのクラスター。

クラスターというのは集合体ということらし

いですけども、分科会のようなものですね─

─が設定されるというふうな素案になってお

ります。このクラスターはスケジュール見る

と５月から始まるというふうなスケジュール

が発表されてるわけなんですけども、実際に

スタートしているんでしょうか。 

 また、それぞれ太子町はどこの課が担当さ

れていくんでしょうか。その辺を。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 
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○総務部長（堀 恭一） 姫路市の予定では

クラスターは既に始まっているというような

形での予定をされておりましたですけど、い

まだその会議自体は定まっておりません。今

現在、モデル事業、また連携協約をどのよう

にしていくかということで、事前、準備段階

でございまして、クラスターへの各自治体か

らの構成員は一応今のところ事業担当課長ク

ラスが想定されておりますけれども、まだ始

動しておりませんので、どんな事業が果たし

て盛り込まれるのかということがわかり次

第、また具体的に示されてくるのではないか

なというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 課長クラスが出ていかれる

ということなんで、具体的な話もスピーディ

ーになるのかなというふうに思ったりもしま

す。 

 この制度が４月に発表されて以来、姫路市

のほうでは３月議会で石見市長の施政方針の

中でも触れられました。姫路の３月議会で

も、各会派の代表質問等を通じて、議会に対

しての説明もあったようです。 

 また、参加することになっている全ての自

治体を調べたわけじゃないんですけども、高

砂市のほうでは、参加するということが決ま

った４月の段階で、議会運営委員会を通して

議会のほうにも参加するということが説明さ

れてるんです。その辺、もう最終的には、最

初の説明、答弁の中で議会の議決も要るとい

うふうな説明があったわけですけども、この

議会の議決が最終的には12月か３月の議会に

なるとは思うんですけども、参加自治体の全

ての議会の議決が要るということみたいなん

で、今後は議会に対してもスピード感を持っ

て、議会また住民の皆さんへの情報提供と説

明があってもいいのかなというふうに思いま

すが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） 答弁でも述べまし

たけれども、現時点では各市町の連携する事

業を提案して、それに向けて決定していく段

階でございまして、モデル事業そのものの全

容もまるっきり見えない状況でございます。

説明できる資料が入手できれば、総務委員会

等通じまして、議会にも説明していきたいと

考えております。 

 また、姫路市の予定では６月にモデル事業

として都市採択を受けるだろうという見込み

でございますけれども、まだはっきりしてお

りませんので、その辺につきましても新聞紙

上等で議員さんの皆様のほうにはお知らせが

あるのかなというふうには思ってます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 具体的なこと、資料等が提

供されるようでございましたら、今総務委員

会とおっしゃったと思うんですけども、ぜひ

説明のほうしていただいて、我々も新聞で読

んでるだけで、何のことかわからないような

モデル事業でございますので、理解できるよ

うにしていただければと思います。 

 この件に関しては最後になるんですけど

も、先ほど言いましたように、姫路の石見市

長のインタビューとか、代表質問の答弁であ

るとか、そういったところで若干政令指定都

市という言葉も出てくるわけなんです。石見

市長のほうは新聞記者の質問に答えて、政令

指定都市に名乗りを上げていたけども、どう

なんですかという質問に対して、地方自治の

制度もいろいろ研究されている、旗をおろす

ことは考えていないというふうな取材の答弁

もされております。また、このモデル事業の

ことに関しては、最初、相生の谷口市長は、

同盟のような形と捉え、独自のまちづくりを

進めるチャンスと好意的な発言をされており

ます。に対して、たつのの栗原市長は、市民

にとってプラスと判断できれば取り組むが、

経済成長のエンジン役とは何か、まだよくわ

からないというふうな発言もされておりま

す。ほかにも、参加されようとしている赤穂

の場合は、企画広報課長さんが、モデル事業

に参加しなければ制度についての情報が得ら
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れないということなので、まずはエントリー

した状態だと。 

 というふうな形で、参加される各市町さん

の温度差も見られるわけなんですけども、そ

の辺踏まえて、相生の市長さん、たつのの市

長さんの考えは新聞等で発表されております

んで、最後になりますけども、北川町長の思

いは、このモデル事業に関して、いかがでし

ょうか。一言お願いしたいと思います。 

○議長（橋本恭子） 町長。 

○町長（北川嘉明） 先ほどから総務部長が

答弁させていただいてるとおり、今言いまし

たように、合併を前提とした制度でないとい

うことは姫路市のほうからもお話を聞いてお

ります。そういった中で、太子町の置かれて

る、地図から見ていただければ、どうしても

東また南は姫路市に隣接しておりますので、

姫路市のこういった取り組みというのは、あ

る意味無視できないと思っております。 

 そういった中で、先ほど３つの圏域での連

携の話をしていましたが、その中の３番の圏

域全体の生活関連機能サービスの向上という

部分を先ほどから総務部長も説明してたと思

います。こういったところのことを考えます

と、先ほど申しましたように、太子町の置か

れている立場ということ考えれば、姫路市の

こういった施策を無視することはできないと

思っております。よって、今回姫路市からの

申し入れに対して参加したところであります

ので、今後いろいろと情報が出てき、議員の

皆さんに説明できるような状態になりました

ら、また委員会等で御説明をさせていただき

たいと思いますので、今後とも御理解、御協

力をよろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 冒頭にも述べましたよう

に、この中枢拠点都市制度の具体的な中身と

いうのは、これからスタートしていくものな

ので、きょうの時点でははっきりとはわから

ないことはもう十分理解します。 

 しかし、こうやって新聞等で取り上げられ

てることでもありますし、政令指定都市とい

うふうな言葉も石見市長から出ておりますん

で、住民の皆さんの関心も高いと思われます

んで、あえてきょうの時点で一般質問に取り

上げさせていただきました。 

 また、私個人的にも播磨地方全体が活性化

することには何の異論も唱えるものではござ

いません。いいことだなあというふうに思い

ます。 

 しかし、先ほど触れたように、職員数の違

いであるとか、職員の専門性の違い等から、

本当に参加する近隣市町の住民サービスに差

が出ないかどうかというふうな懸念。中枢都

市の姫路だけに財政措置が講じられて、集中

して、参加するほかの太子町を含めた市町の

財政的なメリットがあるのかないのか等々の

懸念される課題がたくさんあるようにも思い

ます。 

 今後、いろんな会議の中で具体的なことが

明らかになっていくことになろうかとは思い

ますけども、その辺十分協議していただくこ

とをお願いするとともに、太子町としての意

見はしっかりと言っていただくということを

お願いして次の質問に移ります。 

 続きまして、平成26年２月、兵庫県は空き

家の適正管理、除却に主眼を置いた検討を行

い、標準条例（案）等を盛り込んだ市町の取

り組みの指針となる「空き家対策ガイドライ

ン」をまとめました。また、現在国会におい

ても、自民党空き家対策推進議員連盟が主体

となり、空き家対策の推進に関する特別措置

法案が議員立法として提出されることを踏ま

えて、次の質問をいたします。 

 １つ目、町内の空き家の実態数を把握でき

ているか。把握できていないようであれば、

今後どのように把握されるのでしょうか。 

 ２つ目、老朽化し、危険な空き家の撤去助

成制度についての考え方を伺います。 

 ３つ目、太子町として空き家対策条例を制

定する時期に来ていると考えますが、当局の

方針を伺います。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 
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○経済建設部長（堂本正広） まず最初に、

町内の空き家の実態の把握ですけれども、現

在空き家の実態数につきましては、上水道の

使用状況等により判断をし、賃貸借の住宅を

のけまして、戸建て住宅で町内約280戸の空

き家を確認しております。 

 しかしながら、単なる未入居住宅であると

か、管理放棄された住宅であるとかの分類に

ついての詳細な空き家の状況の把握について

は、そこまでは至っておりません。 

 今後、自治会を通じまして、アンケート等

により管理状況の実態調査を行い、現状の把

握と今後の方針、検討に努めていきたいとい

うふうに考えております。 

 続きまして、撤去助成制度についてでござ

います。 

 老朽化した空き家が除去されない理由に

は、所有者が不明な場合や相続人が存在しな

い場合。また、所有者には除却の意思はある

んですけれども、資金不足で対応ができない

場合。また、固定資産税の住宅用地減免制度

がありまして、これにより住宅が建っておれ

ば減免されるんですけれども、更地になると

固定資産税が６倍になるというような状況も

ありますので、なかなか除却されないという

場合があると考えられます。 

 このように、老朽家屋が撤去されない理由

は、除却する方法や費用の問題など多岐にわ

たりますので、本町においては、国の助成制

度の活用や先進地市町の事例を参考にしなが

ら、地域の実情に沿った助成制度の検討を進

めてまいりたいと考えております。 

 ３番目の空き家対策条例のことにつきまし

て、先ほども議員から話がありましたよう

に、兵庫県では、各市町で構成しました空き

家対策協議会を設立し、生活環境を阻害する

空き家や管理不全により老朽や倒壊のおそれ

のある空き家、防犯、防災上支障のある空き

家等の所有者に適正管理義務を負わせる条例

制定を含めた空き家対策ガイドラインを作成

しました。 

 先ほども回答したとおり、町内には280の

空き家を確認しており、詳細な空き家の状況

には至ってないので、先ほども申し上げたよ

うに、自治会を通じまして実態調査を行い、

現状の把握と課題を抽出し、地域の実情に沿

った条例制定の検討を進めてまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 最初の質問のほうで、太子

町内の空き家は大体280戸ぐらいあるという

ふうな形ですけども、先ほども答弁の中で、

分類とか詳細、その空き家がどういう理由で

空き家になってるかというふうな詳細につい

ては、まだ把握できていないけども、自治会

のアンケートを通じて把握していこうとされ

るということですけども、いつごろアンケー

トは予定されていくんでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 今年度の夏ぐ

らいに実施したいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 空き家が増えていく理由と

いうのも、いろいろ資料があったりして、先

ほども部長の答弁の中にもあったんですけど

も、大きく４つあるというふうなことが言わ

れております。１つ目は、登記が書きかえら

れていなくて所有者を特定できずに、自治体

の撤去指導が困難な場合。２つ目は、空き家

を更地にすると固定資産税が増えるので、所

有者が放置してしまうというところ。３つ目

は、建築基準法の条件を満たしていない空き

家も多く、新たな建物が建築できないという

理由。４つ目は、高額な撤去費用が捻出でき

ないと。という４つの理由が考えられている

と。当然、複数の条件も重なってくるんだと

思います。その辺、夏に自治会のアンケート

をしていただけるというようなことなので、

そういった理由なんかもわかってくれば、そ

れに合った対応もしやすくなると思うので、

しっかりとアンケート調査のほうをしていた
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だきたいなというふうに思います。 

 今度、２つ目のことに対してですけども、

老朽化した危険な空き家の撤去制度。 

 昨年11月に開催されたまちづくりの集いの

中でも、石海地区と龍田地区の自治会長さん

からお話があったと思います。それ以外に

も、いろんな自治会のほうでも会長さんのほ

うからお話聞いたりしてるんですけども、そ

のまちづくりの集いのときの答弁、先ほどの

答弁もあったわけですけども、ほかの市町さ

んの例を参考にして対処していきたいなあと

いうふうに答弁されておったわけですけど

も、昨年11月のまちづくりの集い以降、実際

に相談であるとか、他市町の例を参考に対処

されたような実例はあるんでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 11月以降には

そういう事例はありません。 

 ただし、参考にしている中では、例えば京

都とか、そういった由緒あるまちではやっぱ

り景観上ふさわしくないというようなことで

除却するとか、あと通常あるのは、一般の住

民、もしくは道路に倒壊すると危ないという

ようなことがあるとか、そういった地域地域

によっていろいろな実情がありますので、そ

の辺を現在調査させていただいております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 実際に自治会長さんのほう

から聞いてるのは、空き家があって草がぼう

ぼうになるんだとか、イタチとかどら猫がす

んで、何かふんで臭いんやとか。もうほかに

も、空き家に忍び込んでたばこ吸ってたと

か、いろんなことがあったと思います。その

辺含めて、早く調査、実態のほう調べていた

だくということを再度申し上げます。 

 兵庫県がつくったガイドラインによります

と、市町が撤去費用を助成した場合、その一

部を県が負担すると。ただし、市町が助成制

度を定めていることが条件であると。という

ことは、現時点で太子町は助成制度がないわ

けですから、この県からの負担は今のところ

出ないんだということで理解してよろしいで

しょうか。現時点ですけど。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 現在、太子町

におきましては空き家の条例がありませんの

で、議員のおっしゃるとおりでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 に対して、国のほうでは国

土交通省の空き家再生等推進事業、社会資本

整備総合交付金等の基幹事業ということで推

進事業があるわけなんですけども、その資料

を見てると、活用事業タイプと除却事業タイ

プというのがあって、国のほうからも補助金

がいただけるという制度があるわけなんです

けども、よく見ていくと、何でもかんでも助

成するというんじゃなくて、地域住宅計画ま

たは都市再生整備計画に定められた区域に限

るというふうな注意があるんですけども、こ

の地域住宅計画または都市再生整備計画に定

められた区域というのは、太子町内で該当す

るところはあるんでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 地域住宅計画

に該当するところはございません。今現在、

太子町の交流拠点として、新庁舎に交流セン

ターをつくろうとしております。その関係

と、また斑鳩地区においては景観形成のモデ

ル地区に指定しておりますので、その地域を

ひっくるめて都市再生整備計画区域として今

現在定めております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 斑鳩地区の都市再生整備計

画というふうに説明があったわけですけど

も、ここの旧山陽道沿いにも、きょうも見て

いたら、空き家とか空き地もちょこちょこっ

とあるようでございます。一部住民の方か

ら、空き家使って何か展示をしてみたりした

いなあというふうな声も聞いております。そ

の辺の活用ということもこの事業では可能な

のかなというふうにも思いますんで、旧山陽
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道沿い、また斑鳩寺の参道とか周辺等、歴史

を生かせる町並みがあって、これはもう太子

町の財産だと思います。この地区にある空き

家、空き地も有効活用。新庁舎ができて空き

家とか空き地が目立つようでは、やっぱり町

並みとしていかがなもんかなというふうにも

思いますんで、その辺しっかりとした有効活

用、再生を考えてもらいたいなというふうに

も思います。 

 質問の冒頭でも触れた国の空き家対策推進

特別措置法案については、きょうはもう時間

も長くなるんで細かいことは触れませんけど

も、やっぱり法案の中でいっても自治体の権

限というのが強くなるというふうなことが書

いてあります。それに対しては、やっぱり市

町もちゃんと条例つくってくださいよという

ふうなことがうたわれております。 

 先ほど答弁の中では、条例に対しては、ア

ンケート調査をもとにして実態を把握して、

その上で地域のことを考えながら条例化して

いきたいなというふうな答弁でございました

んで、何度も触れませんけども、やっぱり将

来的にはこの条例をきちっとつくって、空き

家、空き地というのはもう防犯面、また環境

面等も大きなことになります。その防犯、環

境ということからも含めて、空き家に対する

対策はもう急がないといけないなというふう

にも思います。 

 ただ、空き家とかを危険だからというふう

にして、迷惑な施設なんだというふうに捉え

るんじゃなくて、空き家をどのように有効活

用するのかといった視点も必要だと思いま

す。倒壊のおそれのある危険な空き家は撤去

していくけども、利用できる空き家とか空き

地を再生させるという、解体と再生の２つの

考え方に基づいた施策がスピーディーに実現

することを要望して質問を終わります。あり

がとうございます。 

○議長（橋本恭子） 以上で首藤佳隆議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、平田孝義議員。 

○平田孝義議員 おはようございます。 

 ７番日本共産党平田孝義、通告に従いまし

て一般質問をいたします。 

 認知症患者に対する支える医療、見守り、

支えについて。 

 そこで、(1)がんと認知機能障害との合併

症が大きな課題になりつつある現状が、国立

がん研究センターなど、がん診療連携拠点病

院での調査で明らかになっております。 

 問題は入院から退院まで多岐にわたってお

り、超高齢化社会における支える医療のあり

方を真剣に考える中で問います。 

 認知症患者は、がんの自覚症状を訴えづら

く、検診などの具体的行動に移らない。この

ため、重症化して見つかることが多いと報告

されておりますが、このような事例からし

て、支える医療として、太子町としてどのよ

うな政策を講じるのか。①から③について。 

 まず①、緩和ケアの主体は在宅ですが、本

人はさまざまな症状が合併しているという意

識が薄く、家族一緒に過ごしていても見きわ

めが難しい。この件について、支える医療と

してどう思われるか。 

 ②認知症は社会全体の問題として考える

が、太子町としてどこまで対応できるのか。 

 ③逆の観点から見て、がん発生後、手術な

どによってひきこもり、鬱病、それに伴い認

知症になりやすいと言われますが、その件に

対する対応は。 

 (2)認知症患者と予備群と言われる軽度認

知障害を持つ人を合わせると全国で800万人

を超えると言われ、徘回による行方不明者や

事故も相次いでおり、どうやって見守り支え

ていけばいいか、家族では限界に達しており

ます。 

 徘回で電車にひかれて死亡した男性の遺族

に対して鉄道会社への高額の賠償命令が下っ

たのが今年４月24日、名古屋高裁での判決で

す。介護する家族にとっては非情でありま

す。私たちの周りでも行方不明者、またそれ

に伴う事故などに遭われる方が考えられま

す。 

 そこで、見守り、支えについて３点を問い
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ます。 

 ①行政に届けても、介護はやはり家族が支

え合わなければならない現在、老老介護の時

代で、介護する側も耳が遠くなり、目も悪

く、機敏に動けないのが実態ですが、この件

についてどう思われるか。 

 ②福祉にかかわる介護の現場と行政が常に

情報を共有する必要がある中、特に介護に対

し個人情報は時として壁になり、ある面で障

害になるが、この件についてどう考え、また

対応されますか。 

 ③は、個人情報など、②同様難しい面があ

るが、認知障害者の災害に対する避難対策に

ついてはどのように考えているのか。関連先

との連携など、どのような対応をとられるの

か。 

 以上、６点についてお答えをいただきたい

と思います。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 失礼します。

それでは、私のほうから６点続けてお答えさ

せていただきます。 

 まず最初に、支える医療についてどう思う

かという御質問でございますが、現在２人に

１人ががんに、８人に１人が認知症になると

言われる超高齢社会を迎えまして、認知症の

がん患者さんが増加しております。 

 認知症を持つがん患者さんへの対応につい

ては、がんと診断されたときから患者さんと

その家族は身体的、心理的また社会的にも苦

痛を抱えることになります。そのような苦痛

を早期に発見し、和らげることで生活の質を

改善する取り組みが必要になります。 

 そのためには、患者さんが退院してから自

宅等住みなれた地域での療養生活を送ること

ができるよう、治療時期や療養場所を問わ

ず、切れ目のない適切な緩和ケアとあわせ、

その家族にも心のケア等の支援を行う体制が

必要であると考えております。特に退院から

在宅生活への準備までは、病院とケアマネジ

ャーらが連携し、入院中から患者の情報を共

有し、医療や介護サービスなど在宅生活の準

備を行います。 

 具体には、退院後に新たに介護と医療が必

要となる場合、病院のソーシャルワーカー

は、まず家族に介護保険申請の手続を行うよ

う説明し、担当になったケアマネジャーと面

談を行い、病名や合併症、車椅子の使用など

の移動方法、食事の状態、療養上の問題など

の引き継ぎを行います。ケアマネジャーは、

訪問介護や訪問看護サービスなどの調整後に

ケアプランを作成し、在宅生活の態勢を整え

まして、地域として患者さんを支えてまいり

ます。 

 次に、２点目の太子町はどこまで対応でき

るのかという御質問でございます。 

 本町での初期段階の対応といたしまして、

認知症予防対策として、介護予防教室やいき

いき百歳体操、認知症の早期発見のためのも

の忘れ相談、また認知症になられた方を見守

る認知症サポーター養成事業などに取り組ん

でおります。 

 また、医療との連携では、平成25年１月よ

り、たつの市、太子町、姫路市の医療機関と

行政及びケアマネジャーの間で退院調整シス

テムが構築され、切れ目のない医療と介護の

連携を実施しているところでございます。 

 認知症は、適切に治療、ケアを行えば症状

を改善することが可能です。そのためには、

認知症では早期発見と早期診断が大切で、現

在認知症疾患医療センターとともに西播磨版

認知症ケアパスシステムを構築しており、診

断から介護保険サービスを利用するまでの流

れや情報がわかる概念図や事業所一覧表を整

理し、誰もがわかりやすいものを作成中であ

ります。 

 以上のような支援体制の中で、切れ目のな

い、支える医療、介護を実施してまいりたい

と考えております。 

 ３番目で、がん発生後のひきこもり、鬱病

の対策についての御質問でございますが、が

ん発生後のひきこもり、鬱病の発症について

は、家族や本人からの相談がなければ、なか

なか把握することが難しい状況でございま
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す。できれば、積極的に相談していただけれ

ば、地域包括支援センターや保健師、またこ

ころの健康相談での臨床心理士等で対応させ

ていただきます。 

 また、認知症状に対しては、包括的に介護

保険のサービスの中で対応させていただきま

す。 

 次に、大きな２番の認知症患者の見守り、

支えについてで、その中の１番目、老老介護

の実態についてどう思うかという御質問でご

ざいます。 

 一番大切なのは、やはり家族の支えと考え

ております。その上で、行政といたしまして

は、介護保険制度を最大限活用していただ

き、介護負担の軽減を図りたいと考えており

ます。 

 介護認定を受けておられれば、ケアマネジ

ャーが中心となり支援をしていきますので、

在宅介護、施設入所の見きわめも本人や家族

の意向も踏まえて検討してまいります。 

 次に、徘回と個人情報についてでございま

す。 

 行方不明の徘回高齢者の捜索は家族から依

頼があり開始するもので、依頼の時点で個人

情報の公開について家族から了解を得ますの

で、個人情報の問題はないというふうに思わ

れます。 

 また、介護の現場と行政の情報共有につき

ましては、行政からは介護認定を受けられた

方にケアマネジャーを初め介護サービス事業

所の情報提供をしております。その一覧の中

から本人または家族が選択し、サービス利用

を開始するもので、利用に当たっては事業者

との契約が必要となり、その契約には個人情

報の取り扱いも含まれております。 

 なお、ケアマネジャーから介護認定の資料

請求がありましたら情報公開はしております

が、それは本人及び家族の了解のもとで行っ

ておりますので、これについても個人情報の

取り扱いの問題はないと思われます。 

 最後に、認知症障害者の災害に対する避難

対策はどのように考えているのかの御質問で

ございますが、軽度認知障害者の多くの方は

足腰に問題なく、家族の声かけや誘導で避難

が可能なのではと考えておりますが、認知症

状は軽度でも足腰に障害があるとか、認知症

状が重度であるといった要介護認定３以上の

方は、災害避難行動要支援者の登録をしてい

ただくよう御案内をしております。登録され

た方には近隣の方で避難支援をしていただく

方をお選びいただいて、万が一に備えており

ます。 

 なお、認知症状は軽い方でも避難に際し不

安がある方は登録が可能でございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 認知症患者に対して支える

医療、また見守り、支えについての対応と必

要性、またこういったことを対象としてどの

ように考えているかということをお聞きいた

しました。 

 認知症問題は、これからの高齢化社会にお

いて、どの家庭も避けては通れない問題とし

て、今部長のほうから言われました、県が推

奨している介護予防普及啓発事業として、い

きいき百歳体操など、また普及促進のため、

各地域の公民館にて体操講座を開催するとと

もに、受講者の自発的かつ継続的に健康維持

活動を支援されております。 

 また、認知症高齢者対策について、不安に

思う高齢者などに、もの忘れ相談、また予防

対策、認知症への正しい認識を身につけるサ

ポーター養成など、ひとり暮らしの高齢者、

また認知症の高齢者に対し、地域医療及び福

祉関係者と連携してケアシステムの構築を行

い、引き続き取り組む姿勢ということを今、

回答をいただきました。 

 そこで、一、二点お伺いしたいんですが、

介護、認知に対して、これはちょっと前後な

りますけど、高齢者に起きやすく、認知症や

鬱との区分が難しい譫妄の見きわめが患者の

運命を変えることもあると言われております

が、介護予防普及啓発事業はもとより、支え

る医療で、がんなど合併症や緊急事態に対応
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する、いわゆる神経科病院がこの太子町の周

りには少なく、また他の病院でも認知機能障

害の患者を抱える余裕がないと。認知症機能

患者との合併患者の多くの人が意識認識や心

身のケアが不十分のまま放置されるという、

全国的にこの問題も多くあると指摘されてお

ります。 

 そこで１点ですが、配偶者と二人暮らしの

老老介護、子供が働きに行って日中はひとり

暮らしと、そういった認知症の人に対して、

各家庭の生活環境、またそれぞれの格差もあ

ります。町行政として難しい面もあると思い

ますが、この件についてどのようにお考えで

あるのか。また、対応されるのか。 

 それとあと一点、徘回に対する見守り、支

えに対することでありますが、福岡県大牟田

市では市民ぐるみの徘回者を発見する模範訓

練を実施するなど、認知症になっても安心な

まちづくりに取り組む自治体などがこういっ

た関係で増えておるということのニュースを

新聞で見ることができました。これは本当に

いいことだなあと私も感じたわけでありま

す。 

 こうした流れに逆行するのが今、国会で審

議中の医療介護総合法案です。要支援１、２

の人は原則として特養ホームに入れなくなり

ます。要支援の人の訪問看護とデイサービス

は介護保険の給付の対象からもちろん外され

ます。先ほど生活福祉部長より回答いただき

ましたとおり、認知症は早期発見、早期治療

で進行を遅らせることができます。だが、こ

の法案では認知症の初期の人たちが介護保険

のサービスを受けられなくなります。 

 認知症患者を地域で支えるという流れを本

当は国が支えるべきと思いますが、支援策で

ある地域の市民ぐるみの徘回者を発見する模

範訓練実施などについて各自治体で行われて

おりますが、この件について一、二点お伺い

をいたします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） それではまず

１点目でございますが、家族での見守りが十

分でない認知症のあるひとり暮らしの高齢

者、また老老介護世帯の方々には地域社会全

体での見守りや支援というのが必要であると

いうふうに考えております。 

 本町では昨年より、御存じかもしれません

が、全ての高齢者の皆さんが住みなれた自

宅、地域で安心して生活が送れるように、見

守る人と見守られる人を特定しない形で、緩

やかに高齢者の見守りを行います高齢者等見

守りネットワーク事業、通称「たいしひまわ

り（日廻り）隊」と呼んでおりますが、この

隊を組織いたしました。 

 この事業は、町と地域で高齢者等に接する

機会のある、例えば新聞配達業者さん、また

宅配業者さん、ヤクルトさん、コープこうべ

さん、また銀行、コンビニなどの事業者さん

でございますが、これらの事業者さんと協定

を結びまして、日常の業務活動を通じて高齢

者等に異変を感じたときに町に連絡をしてい

ただくシステムでございます。現在、町内の

32事業者と協定をしておりまして、業務中に

例えば不自然な行動をする高齢者や意思疎通

のとれない方を発見したとき、また数日間姿

を見かけないなどの少しでも異変を感じたと

きに連絡、通報していただきまして、認知症

が疑われる方の高齢者の早期発見や見守り等

行っております。 

 次に、地域医療の介護総合法案でございま

す。 

 現在、国会のほうで審議されております医

療介護総合法案、こちらのほうは医療法や介

護保険法、これをセットで議論されておりま

して、今回の改正案の中では、特に介護保険

法では、特別養護老人ホームへの入所を原則

要介護３以上に限定することとか、介護保険

の現行１割の自己負担を一部の方を対象に２

割に、また介護の必要度の低い要支援１から

２の人向けの一部サービスを市町村に移管す

るなどの内容でありまして、この法案がこの

まま成立いたしますと、高齢者にとっては当

然大きな影響があるものというふうに思われ

ます。今後は、審議の経緯を見守りまして、
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本町での現在策定中であります第６期介護保

険事業計画の中で検討してまいりたいという

ふうに考えます。 

 それともう一点、徘回で行方不明になった

認知症の方の市民ぐるみの徘回者を発見する

模擬訓練をどのように思うかという御質問だ

ったと思いますが、この記事、私も新聞で拝

見いたしましたが、徘回で行方不明になった

認知症のお年寄りを地域ぐるみで安全確保や

事故防止を目指して保護するというふうな取

り組みでございまして、特に特徴的なのは、

メールを活用して、地域の民生委員さんとか

多くの協力者、住民の方に徘回者の特徴など

の情報を送信しまして、住民一丸となって早

期発見につなげるというふうに理解しており

ます。実際に、その市では行方不明となった

女性を６日ぶりに発見したというふうなこと

も載っておりました。この取り組みは先駆的

な取り組みとして現在全国的に広がっている

ようでございます。早期発見のためには大変

有効な取り組みというふうには思います。こ

の取り組みも近隣市町との情報共有ができれ

ばもっともっと効果的な取り組みになるので

はないかなというふうには考えております。 

 以上、３点だったように思います。以上で

ございます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 部長のほうから、周りの人

たちの力をかりてと、ひまわり隊とか、認知

症に対するそういった対策を考えられている

ということで確認いたしました。 

 最後に、あと２点ほどちょっとお伺いした

いんです。 

 回答があった中でお聞きしたいのは、ひと

り暮らしの認知症患者に対する災害時の避難

対策、対応について、行政のみの対応には限

界があることだと私も思っております。当

然、地域の方とか、また福祉関係者の人たち

との連携などが必要と考えられます。事が起

きたとき、そういったことが本当に機能する

かどうか、そういうことに対して心配するこ

とがございます。日常生活において実践的に

そういう啓蒙活動が常にやられておればそう

いうことも可能になると思うんですけど、行

動に移るとなれば難しい面が多く出るのでは

ないかと思うことがございます。 

 それと、初期の認知症にとっても対応が難

しいと聞いております。本人も介護する家族

も混乱し、初めての１年から２年が一番つら

いそうです。だからこそ、要支援であっても

介護保険の給付で専門職のケアが受けられれ

ば本人も家族も落ちつき、安心できると思い

ます。 

 しかし、国が決めようとしている医療介護

総合法案は、要支援の訪問介護とデイサービ

スを市町村への事業へと移します。そうなれ

ば、受ける側に制度を丸投げされた市町村と

しては本当に大変です。そこで、制度が事業

別となれば市町村ごとにもまた格差が生じる

と思います。国の政策によって軽度な認知症

患者や、また要支援者が介護保険から外され

ると経営、事業的に難しく、自治体の財政に

大きく負担がかかる上、町で全てのサービス

を網羅することができるのか。また、単事業

として地域ボランティアにお願いする必要性

は大切ですが、この件に対しても難しいと思

います。 

 そこで、本当のことを言って、受け皿とな

るサービスが本当にこれから十分に用意でき

るのかということが私は本音であり、聞いて

おります。この件についてはどう考えておら

れますでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） お答えいたし

ます。 

 まず、１点目の災害時の避難対策だと思い

ますが、先ほども少し御説明をいたしました

が、本町の災害時避難行動要支援者登録制

度、こちらにおきまして、災害時などの緊急

時にやはり家族以外からの手助けが必要とな

る方、この方々の氏名、住所、また身体の状

況、そしてかかりつけの医療機関、利用して

いる介護事業所とかケアマネジャー等々の個

人情報を日ごろから登録していただいて、こ
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の情報を消防機関、自主防災組織、民生委

員、また社会福祉協議会など、あと地域での

直接支援、支えていただく協力者、こういう

方々に情報提供しておくことで、いざという

ときに地域の中で避難誘導などの支援、安否

確認等していただく体制を整えておりますの

で、当然この体制を実践、本番で使うという

こと、これは当然望みませんが、本番でうま

く機能するように、常日ごろから近隣の制度

とも見合わせながら、その精度を高めていく

というふうなことに努めております。 

 もう一点、要支援者１、２の方の今まさに

国で審議されております医療介護総合法案の

中のお話ですが、要支援１、２の方が受けて

おられます介護サービスの一部でございます

けども、これは市町村に移管されることにな

っております。 

 ただ、移管までの期間がまだ３年弱ござい

ます。それと、移管に当たっての詳細な情報

というのは私どものほうにもまだ全然届いて

いない状況でございますので、本町も含めま

して、近隣市町においても、まだ移管後の方

向性が見えないというふうな状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 いろいろと多くの質問した

関係、ちょっと時間がないようなってきたん

ですけど、介護は予防を重視すべき、財政問

題となる、福祉にしわ寄せが来ると、そうい

った中でいろいろと僕はきょうお聞きしたわ

けであります。 

 そこで、逆行した政策を進めるなど、制度

を丸投げされた太子町ももちろんですが、本

当に大変だと思っております。アベノミクス

で弱者を切り捨て、格差が広がって、認知

症、要支援の実態は大変です。このままでは

介護殺人など社会問題はどんどん増えるのじ

ゃないかと心配をしております。高齢化社会

における環境はだんだんと厳しくなってお

り、介護する家庭にとっても悲惨でありま

す。どんなに頑張っても徘回を防ぐことは大

変なことです。それに、認知症障害や、また

がん合併、重症化も支える医療については問

題であります。退院後の受け皿、介護力不安

など、地域での連携を社会全体の問題として

考えていかなくてはなりません。今、自公政

権の負担を増やし給付を削減する社会保障・

税一体改革路線に対する医療介護総合法案、

厚生労働省社会保障審議会介護保険部会に対

し、国民の中では怒りがかなり広がっており

ます。引き続き、介護保険利用者である我々

太子町民、特に弱者の人たちに対し少しでも

光が当たる介護事業に対し、事業側と町民が

一体となり、協働を広げ、介護に笑顔が実現

するまちに向けて取り組んでいただくことを

お願いいたしまして次の質問に移ります。 

 住宅リフォーム助成制度についての質問で

あります。この質問は、今回で私２度目の質

問であります。 

 東日本大震災発生より４年目を迎え、原発

事故も加わり、国民の安心・安全のための対

策が急務になっておりますが、思うように復

興が進んでいないのが現実であります。 

 兵庫県も阪神・淡路大震災から20年目を経

ており、懸念される南海トラフ地震、山崎断

層地震に備え、兵庫県下でも学校、公共施設

など耐震工事が急務になっております。 

 さらに、民間住宅に対し耐震診査など、新

築耐震基準の住宅は別として、それに満たな

い、震災前後に施工した住宅が耐震改修の時

期を迎えているのが現実ですが、緊急経済対

策や住環境の整備などを目的とした住宅リフ

ォーム助成制度が全国で広がっております。

2013年度に実施した自治体は全国で628自治

体。リフォーム助成を行った自治体では地域

経済対策として歓迎され、大きな経済波及効

果、地域活性化の起爆剤になっております。 

 以下の３点について当局の考えを問いま

す。 

 (1)住民が安心して住み続けられる住宅を

確保し、地域の消費拡大に結びつくことにつ

いて。 

 (2)地元の業者が施工することで住宅関連
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産業を中心とした地域環境型経済活性化に結

びつき、緊急経済対策につながることについ

て。 

 (3)不足している建築関係技術者の育成の

確保に結びつき、各地で効果が確信になって

いることについてどのように太子町としては

お考えか。この３点をお尋ねいたします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず最初に、

住民が安心して住み続けられる住宅の確保と

いうことでございます。 

 本町では本年度より、わが家の耐震診断の

無料化や耐震改修工事費の助成制度を創設

し、安心して暮らせるまちづくりへの取り組

みを行っております。 

 さらに、住民が安心して住み続けられる住

宅を求められるように、リフォームに関する

ことの相談や、きめ細やかな資料の情報提供

が行える住宅リフォーム相談窓口を設け、建

築士の職員が相談に当たっております。 

 また、住宅瑕疵担保履行法に基づくリフォ

ーム瑕疵保険に加入する事業者を登録し公開

する国土交通省採択のサイトを初め、民間に

よる類似の消費者向けリフォーム事業者情報

提供事業などを紹介し、近隣の優良事業者を

検索いただいております。 

 今後は、歴史的景観形成地区などで地域特

性を生かしてつくられた住宅等の事例紹介等

を行いながら、地域振興に努めていきたいと

いうふうに考えております。 

 ２番目の地元の業者が施工することでとい

うことで、本町での住宅建築状況は、開発地

などでの大手のハウスメーカーや住宅デベロ

ッパーによる住宅建設と、地域特性を生かし

てつくられている工務店や大工さんなどによ

る建設事情が見られます。 

 近年は高齢化による優良な職人の減少や、

情報化や品質要求が進んだことにより、コス

トと性能バランスのよい大手ハウスメーカー

への依存傾向が高くなっている状況でござい

ます。そのため、地場の材料と職人でつくり

上げる地域循環型の住宅供給は日々困難な状

況にあると感じております。 

 しかしながら、地域に根差した工務店や職

人を生かした住宅施策は必要であるとも認識

しております。本町としましても、できる限

り住宅リフォーム相談や景観形成地区内での

景観指導を通じながら、地域特性を生かした

住宅の紹介を行い、地域循環型経済につなが

るよう努めていきたいというふうに考えてお

ります。 

 ３点目の不足している建設関連技術者の育

成ということでございます。 

 リフォーム事業が一定の雇用創出や技術者

の育成につながることは認識しております

が、住民の皆様の安心・安全を守る住宅耐震

化に伴う助成事業につきましては、耐震化の

多くの工法や知識も必要となるため、総合的

な技術者の育成につながるものと思っており

ます。 

 しかしながら、住宅リフォームにつきまし

ては、個人資産の利益向上にもつながります

ので、単なるリフォームとしてではなく、太

陽光発電及び耐震改修、高齢者の住宅改造助

成等を基本として、環境や耐震化、バリアフ

リー化など、人や環境に優しいまちづくりを

基本にしながら、総合的な住宅施策に取り組

んでいきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 経済建設部長から今、回答

いただいたんですけど、これも３年前の回答

とほとんど似通ったような回答で、私がこの

リフォーム助成制度を導入することに対して

どのように質問してるかということを理解し

てなかったのかなあと思いまして、ちょっと

質問がしにくいんですけど。 

 この当時のリフォーム助成制度は、今部長

が言われたように、緊急対策とかじゃなくて

耐震診断、またいわゆる太子町においてのい

ろいろなリフォーム、そういうものをやって

おられるんですけど、その波及的効果、これ

をやったことによって、この太子町に産業が

生まれると。それによって経済的効果、それ
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にまた波及効果が生じるということを私は願

ってこのリフォーム助成制度というのを当局

に訴えておるわけで、予算を組んで、それを

太子町が使うとなれば、当然これ利益が出て

こないと思うんです。今、太子町やったって

確かに財政的にもきついときにそういうこと

をやるとなれば、これから先も大変だという

ことは理解しております。 

 そういった中で、この活用によって、秋田

県なんかは68億円かけて1,626億円という波

及効果を出しておるわけです。それと、各地

のやられてる628自治体、これはかなり経済

的な効力、またそういう景気をその地方にも

たらしてるということを私はここで質問する

ために立っております。 

 そういうことで、先ほど言われたように、

この制度は一見業者だけが利益を求める政策

と考えがちですが、実施を行っている市町村

など、産業、言えば開発、そういった面と

か、また経済、先ほど言った波及効果、そう

いうことを分析しながら、産業の構造把握、

そしてそれに地域環境型の経済対策といった

ことを立案しながら住宅リフォーム助成制度

の推進事業をそうしております。 

 そういった中で、私は自治体が注目してい

ることを太子町としてはどう考えてるかとい

うことをお聞きしております。とりあえずこ

の内容として、今言われたこと以外に、全国

でやられてるリフォーム助成制度を理解して

いただいて、どのように太子町として考えて

いるかということをお聞きいたします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 今おっしゃら

れたことは、住宅リフォームについて、例え

ば町が１件につき上限10万円で補助すると。

そうなると、それが大体10分の１の補助とい

うことになると、当然事業としては100万円

の事業が行われると。それが例えば当然上限

ですから10万円以上は出せないんですけれど

も、事業者としては要は120万円、130万円、

150万円の仕事をするかもわからないと。そ

うなると、それが例えば 1 0件あったら

1,300万円、1,500万円とか、そういったお金

が要は建築関係の事業者に回り、それに伴っ

て当然材料の購入や何とかということで町内

のそういう業者が潤うということで経済の発

展につながるんではないかということをおっ

しゃっていると思うんですけれども、自己所

有の家があるということは、それなりに資産

があるということでもありますし、十把一か

らげで、そういう状況で、どのおうちにも

10万円のリフォームの助成をするというのは

やっぱり税金の無駄遣いになるんではないか

なというふうに考えております。 

 町としましても、耐震の診断であるとか耐

震の改修によりまして安心して住める状態に

お願いできるような補助の制度はありますの

で、町としては、安心・安全に暮らせる住宅

にするため、もしくは障害の方とか介護の方

が室内で移動しやすいようにリフォーム化す

るといったことについての助成は考えており

ますけれども、通常に、例えばお風呂を直す

であるとか、玄関を直すとか、キッチンを直

すとかといったことへの過剰な税金の支出と

いうのは太子町においては今現在考えており

ません。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 背景には財政難、いわゆる

税金を個人の形成に使えないといった考え方

も本当にそれはあります。しかし、国も住宅

リフォーム推進事業を創設して、昨年、

2013年度補正予算に対して20億円を計上して

おります。個人の資産形成を理由にして拒む

という根拠はなくなっておるわけでありま

す。この件についてはどのように思うのかと

いうことで質問しておるんですけど。 

 それと、先ほど言ったように、投資する助

成金をはるかに上回る経済波及効果や、業者

も住民も地域も元気にするという、これが制

度であります。この件のお金の使い道につい

てはどのように町として考えてるかというこ

とは先ほど伺いましたので、この回答は結構

であります。 
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 先ほど回答いただいた中で、兵庫県では耐

震改修への補修、それと耐震診断などの高齢

者に対する対策、住宅改修助成制度は、これ

あるということはもう私議員になったとこか

ら聞いておりますから、また確認もしており

ます。その対応は限られております。今です

か、今年ですか、３月に太陽光発電助成制度

創設もされましたが、これらの国とか県など

の助成制度など活用して、太子町独自の助成

によります家庭用の雨水貯水設備ですか、

100リッターの水を取り入れて、またそうい

う雨水対策をとるといった。こういった助成

なども含めて、今後総合的に住宅リフォーム

助成制度とした創設を考えてはどうかという

ことで私はお尋ねをしております。この件に

ついてはどう思われますか。経済建設部長、

よろしくお願いします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 先ほど回答し

たように、例えば10万円の補助して、10分の

１が上限であるということになると、その施

主の方は100万円以上使われるということ

で、経済的にも効果があるということをおっ

しゃられてるのはよく理解しております。 

 ただ、逆に考えれば、その建築事業のお金

を使わなければ、ほかの例えば洗濯機である

とか、家電であるとか、車であるとか、そう

いったことにも消費につながったかもわから

ないということで、建築業者だけがもうかる

という言い方はちょっと語弊がありますけれ

ども、そういった面では目に見えない部分で

のマイナスの効果もあるんではないかという

ふうにも考えております。前向きには考えて

いきたいとは思いますけれども、今年度、来

年度には実施しますよということにはちょっ

とお答えできませんので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 先進的な自治体の訪問なん

かは一度もされてないんですね、効果上げて

おられるようなとこ。そういった助成制度を

されてるとこを一度研究、それによって確信

を得て、早急にこういう創設を考えていただ

きたいということで、太子内でこれを議会と

当局側と何ぼ話し合っても先に進まないと思

うんです。やっぱりこういった先進的にやら

れて効果を出してるとこに行かれて、確信を

得た上でそういうことも考えられたほうがい

いかなと思います。広島の、この間、これも

情報入ってるんですけど、安芸高田市のこの

事例でも補助金3,500万円ほどです。それに

よって、このたび工事総額は４億円突破した

と。それによって、まちに対する税としての

お金も入ってきたと。そういうのでよくなっ

たということはこの間の新聞とか情報で得て

おります。 

 そういった中で、やっぱり太子町も前向き

にそういった先進的な地域を一度勉強に行か

れて、それで納得いかなかったら今のまま

で、納得いったらぜひこれを導入していただ

きたい、そのように私思うわけで、きょうこ

れを質問しております。そういったことに対

して、一度聞きに行かれるか行かれないか、

そのことをちょっとお伺いいたします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） このたびの質

問をいただいて、私なりにインターネット等

で調べさせていただいております。今、平田

議員がおっしゃっているとおり、10分の１の

補助で10倍の事業費が動くということは十分

に理解をしております。 

 ただし、そこには町の税金を投入してとい

うことがあります。財政も厳しい折ながら、

例えば100万円で1,000万円の効果が出たとい

うことにはなるんですけれども、その100万

円が本当にそういう各おうちのリフォームの

お金に支出するということが適切なのかどう

か、もっとほかに公共的な使い方あるんでは

ないかというような観点から申し上げている

わけでございまして、もう少し財政が潤っ

て、これぐらいやったら大丈夫かなというよ

うな状況になりましたら、その時点でまた考

えさせていただきたいというふうに考えま

す。 
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 以上です。 

○議長（橋本恭子） 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 当局の考えというんです

か、その回答はいただきました。 

 ただ、これから将来に向けて太子町は自治

体対策として何かをやっぱり活性化的にやら

なくてはいけない時期が来てるんじゃないか

なと私は思うわけで、このように経済波及効

果がある、また経済的地域活性化になるとい

うことは効果が出ているのに、あえてこれを

否定するということはちょっとおかしいんじ

ゃないかなと思いまして。建設業者がもうか

れば必ずその金がその地域で循環するという

のが基本ですから、これは。そのお金が回り

回れば当然太子町はこれから潤うと。そうい

うことを、一遍に大きなことをするんじゃな

くて、たとえ100万円でも200万円でも、それ

から始めて効果見ていくという、そういうこ

とを考えてやっていただきたいなと思う。そ

ういった中で、少ない予算で将来に向けたま

ちの活性化をして安心したまちを続けていた

だくということをお願いして質問を終わらせ

ていただきます。 

○議長（橋本恭子） 以上で平田孝義議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、森田眞一議員。 

○森田眞一議員 ６番森田眞一です。きょう

は２点につきまして質問をさせていただきま

す。 

 まず１点目は、公民館の施設整備計画につ

いてであります。 

 昭和42年に開館した中央公民館を初め、同

53年に整備を終えた地区公民館は、太子町の

社会教育、学習の拠点として、高齢者大学を

初め、文化、芸術、生活、健康、福祉、青少

年育成等、あらゆる教育、学習活動、またこ

れらを通して住民の交流活動を推進してきた

と理解しておりますが、近年の激しい社会の

変化は学習ニーズの多様化や新たな学習課題

を生み出しており、さらなる学習内容の充実

や学習機会の拡充を図ることが求められてい

ると思います。 

 そのために、太子町総合計画では、公民館

を地域に密着した生涯学習の拠点と位置づ

け、機能強化を図るとともに、地域での異世

代交流の場としても活用することを基本方針

として定めて、生涯学習の推進を図るとして

おります。 

 なぜこの実施計画において平成28年度に中

央公民館の解体を上げているのか。解体した

後どうしようと考えているのか。耐震診断実

施後の地区公民館を含め、公民館全体の施設

整備計画についてお尋ねいたします。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） ただいまの御質問

に対しましてお答えをさせていただきます。 

 中央公民館は、開業は42年ですが、建築は

昭和41年でございまして、築48年がたってい

る建物でございます。平成20年度に耐震診断

を実施したところ、構造性が不足しておりま

して、この結果を受けまして、大規模な耐震

工事を行っても、建物本体、設備とも老朽化

が著しく、経年劣化が進むことに変わりはあ

りません。 

 また、実施計画では平成28年度で解体とし

ておりますが、財政状況を見ながら、見直し

も含め、十分検討していきたいと考えており

ます。 

 現在、新庁舎とあわせて、地域住民が使

用、活動できる地域交流センターを建設中で

ありますので、研修室等を活用しつつ、現庁

舎の跡地利用とあわせて考えていきたいと思

っております。 

 地区の公民館につきましては、地域文化の

発信に重要な役割を果たしているところであ

り、耐震診断結果次第では整備も含めて対応

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 平成20年に耐震診断を中央

公民館で実施したということですけれども、

耐震診断の結果の数値はどうだったのか、具

体的に数値を求めます。 

 それから、その数値では今、先ほど耐えら
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れないということであったんですけれども、

どの程度の危険性を示しておるのか、具体的

にそれもお尋ねしたいと思います。 

 それから、平成28年度に解体ということで

上げているけれども、予算等の関係から、財

政的な関係から、それはわからないんだとい

うような答弁だったと思いますけれども、い

ずれにしても解体という方針には変わりはな

いというふうに考えます。そこで、それは耐

震診断の結果の解体かというふうに思いま

す。その後どうするのか。 

 先ほど現在進行されている新庁舎との関

係、交流センターとの関係でということであ

るけれども、普通、物を考えるときに、特に

公共施設はそうだと思うんですけれども、使

用目的を考えて、はっきりとして、じゃあこ

れがこうだからこういうものを計画していこ

うというのが物をつくる順序だと思うんです

けれども、現在進められている交流センター

の関係で云々という答弁だったんですけれど

も、それは何かはっきり今後公民館をどうす

るのかという長期的な計画がない言いわけと

しかとれないんですけれども、その辺いかが

お考えか。とりあえずお願いしたいと思いま

す。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 耐震診断の数値で

すけれども、太子町、建物については0.7以

上ということを求めております。その中で、

公民館は、１階につきましては0.39、２階に

つきましては0.56、３階につきましては

0.43という数値でございますので、やはり地

震が起きますと倒壊のおそれがあるというふ

うに考えております。 

 それから、公民館の施設の跡の利用という

んですか、地域交流センターにつきまして

は、そういった今の公民館機能につきまして

の補完的といいますか、そういったものが今

地域交流センターでは研修室につきましては

３部屋、和室については１部屋という建物を

計画しておりますので、その中で、十分では

ないんですけども、活用ができるんではない

かなと。また、この庁舎の跡についても、そ

ういったものを検討しながら公民館のあり方

というものを考えていきたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） まだもう一つ、耐震化

で地区公民館の数値は。 

○教育次長（宗野祐幸） 地区公民館につい

ては今後の耐震診断をする予定でございま

す。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 先ほど具体的に耐震診断の

数値をおっしゃっていただいたんですけれど

も、これどの程度の震度でこの数字だったら

倒壊というふうに考えられとるのか。 

 それから、この26年度予算において、ふれ

あいホールの改修工事238万円計上されたん

ですけれども、これとの関係はどうなんでし

ょうか。潰してしまうのに、今からホールの

改修工事を行うのかどうか。 

 それから、新庁舎で考えられてる交流スペ

ースの分で公民館の機能が何とかカバーでき

るんかなあというふうな答弁かなと思ったん

ですけども、公民館というのは施設を貸すだ

けのものじゃない。今、歴史を述べてきまし

たけれども、それぞれの住民の学習、またそ

の課題というものを、地域の課題。今だった

ら、そう、福祉もあるし、今、先ほどの平田

議員が言われてたような認知症の関係、そう

いうものもこれから新しい課題がどんどんと

地域の中で起こってくる。それに対して、や

っぱり住民が学習したり勉強したりする、そ

ういう場所でもある。部屋を貸すだけが公民

館じゃない。そういうことを考えていただき

ますと、交流センター機能だけではどうにも

ならないと私は思うんです。現に町のほうも

24年11月の募集でなさいましたパブリックコ

メントの中で、教育や文化の育成とは違っ

た、住民協働の場として活用するんやという

ふうに新しい交流センターの部分を答弁なさ

っております。それはわかっておられると思

うんです。ただ単に場所だけではないんや
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と、公民館は。そういうことも考えて、もう

一度答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 地震の規模といい

ますか、どういった数値かなということを言

われてると思いますが、阪神・淡路大震災の

あの地震規模ということで多分、真の耐震診

断のその数値だろうというふうに私は思って

おります。 

 それから、中央公民館も昭和42年開業で、

地区の公民館は52年ということでございま

す。そもそも生涯教育の中で中央公民館の役

割は大いに貢献してきたことだろうというふ

うには考えております。 

 しかしながら、今新庁舎の建設の中で地域

交流センターというものも建設中でございま

すので、その中で新たな生涯教育として情報

化の機能や交流スペースも十分確保されてい

るというふうに思っておりますので、それで

中央公民館の機能のかわりといいますか、そ

ういったことで対応していきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） それから、次長、

248万円の。 

○教育次長（宗野祐幸） 失礼しました。ふ

れあいホールにつきましては、これはもう平

成元年の建物でございますので、これについ

ては今後も十分活用していきたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 今の答弁をまとめさせてい

ただきますと、ふれあいホールは活用してい

きたいと。そして、今本館のほうの３階建て

の建物は解体して、28年度じゃないかもわか

らないけども解体して、今度の新庁舎として

できる交流センターのほうに代用させたい

と、こういうことなんでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 先ほどの答弁のと

おりでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 先ほどの答弁のとおりとい

うことは、そういうことなんですね。これ、

済いません、いろんなところで、ふるさと文

化村との一体性とか今まで言ってこられてお

りますし、これ社会教育審議会等にも一遍諮

問なさって、そういうことを考えられてとい

うんか、計画なさっておるんでしょうか。私

は、できるだけ多くの皆さんの意見を聞くべ

きだと思います。ただ単に耐震だけでこれを

こうするんだというて実施計画を上げるんじ

ゃなくて、多くの利用者の皆さんや、それか

ら議会の意見もそうでしょうし、社会教育審

議会や、そういう方のいろんな意見を聞い

て、こうするべきだろうなという答弁だった

ら、私は、うん、そうかなあと、そういう意

見だろうなあというふうには理解しますけれ

ども、何かこう、突然耐震だけの関係でぽん

と上がってきて、今建ててる交流センターの

ほうの機能へ公民館機能を持っていくんだと

いうような感じを受けるんですけれども、そ

れで本当によろしいんでしょうか。よろしい

んでしょうか言うても、よろしいと言われた

ら、そうかわからんけど、そんなもんで本当

にいいのか。私ちょっと疑問に思いますの

で、もう一度答弁お願いします。 

○議長（橋本恭子） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） まず、中央公民館の

考え方ですけど、先ほど次長が言いましたよ

うに、非常に耐震性はもうもたないというこ

とで、28年度かどうかはわからないけど、実

施計画に載せておりますので、本来実施計画

に沿ってということが基本だと思うんですけ

ど、先ほど議員がおっしゃるようなことも含

めて調整する部分もあるのと、財政的なこと

を考えると、28年度以降ということも十分考

えられます。 

 ふれあいホールのところにつきましては、

新しい建物ですので、それは十分生かして、

例えば中央公民館の本館がなくなるというこ

とになれば、そこは駐車場あるいは少しグリ
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ーン化としますか、木を植えた中で、あすか

ホールの南側からの駐車場というような考え

方もございますので、そういったところの利

用を図りたいのがあります。 

 教育次長からもちょっと簡単に触れてます

けど、この庁舎跡地のことも十分考えた中

で、中央公民館というものが全然不要という

考えではもちろんないんですが、財政的なこ

とを考えた中で、ここの庁舎跡地の利用を考

えて、中央公民館のあり方等も十分先では考

える必要があるんではないかというふうに思

います。 

 ただ、現状では庁舎建設に今取り組んでお

りますので、公民館をどうした後、例えばこ

この庁舎の跡にどうのこうのとするというと

ころまで決めておりません。ただ、将来的な

ことを考えると、中央公民館だけじゃなく

て、御案内のように斑鳩公民館については借

地で建っておりますので、そういった分館の

あり方等もございますので、トータル的に考

えていかなければならない。これは教育委員

会施設だけじゃなくて、教育委員会施設がほ

とんどメインになっておりますが、社会教育

施設を含めて、教育施設も含めて、財政計画

をにらみながら捉えていく必要があるんでは

ないかというふうには思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 今、副町長の答弁お聞きし

ましてちょっと安心したんですけども、これ

からもっともっとたくさんの意見を聞いて、

情勢を見て判断をいただきたいというふうに

思います。ただ単に新庁舎の交流センター機

能ができようから中央公民館はもう必要ない

んやというような判断をくれぐれも慎め言う

たらおかしいですけど、よく考えて検討し

て、今後の方向性を出していただきたいとい

うふうに思います。 

 次に２番目、雨水排水対策について、姫路

市等との協議の進捗状況についてお尋ねいた

します。 

 現在、兵庫県総合治水条例に基づき、大津

茂川、揖保川の水系ごとに総合治水推進協議

会の協議が進んでいる。また、下流の姫路市

との協議を進めると、以前一般質問に対し、

あるいはまちづくりの集いで町長は述べられ

ておりますが、その協議内容と進捗状況につ

いてお伺いをいたします。 

 また、「広報たいし」2014年、新年号での

まちづくりの集いの報告の記事の中で、「町

長から」という欄に「雨水排水の問題は下流

域の姫路市との協議の必要性とともに、十分

に認識し、抜本的な対策を検討しています」

とありますが、抜本的な対策とは何なのか。

下水道汚水幹線工事の着手以来、二十数年の

中断をしている雨水幹線整備事業の再開と理

解してよいか。また、それともほかに検討さ

れてることがあるのでしょうか。お伺いをい

たします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 兵庫県総合治

水条例に基づきまして、大津茂川水系にかか

わる中播磨県民局及び揖保川水系にかかわり

ます西播磨県民局において、それぞれ水系ご

との総合治水推進協議会が立ち上げられ、そ

の中で大津茂川水系に関する協議は昨年度終

了し、中播磨地域総合治水推進計画が策定さ

れ、兵庫県のホームページ等で既に公表され

ております。揖保川水系にかかわる協議は今

年度開始の予定でございます。中播磨地域総

合治水推進計画における主な内容としまして

は、計画期間については平成25年度からおお

むね10年間とし、３つの基本的な目標を立て

ております。 

 その１つ目の目標としまして「流す」とし

て、策定からおおむね30年間の河川整備計画

及び市町それぞれの下水道計画に基づき、本

計画の計画期間で実施し得る整備を着実に進

める。 

 ２つ目の目標としまして「ためる」、雨水

を一時的に貯留、地下に浸透させる流域対策

として、河川、下水道や水路などへの雨水の

流出を抑制し、溢水などによる浸水被害を軽

減する。 
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 ３つ目の目標としまして「備える」とし

て、浸水した場合の被害を軽減する減災対策

としまして、人的被害の回避を最優先とし、

県民生活や社会経済活動への深刻なダメージ

を回避、軽減するとなっております。 

 この中でも特に２つ目のためる対策としま

して、今年度より各戸へ雨水貯留施設設置補

助事業を新規事業として始め、この６月２日

から13日までの間で募集を始めたところでご

ざいます。けさの状況では申請が２件上がっ

てきております。 

 姫路市との協議におきましては、姫路市下

水道整備室を窓口としまして、双方の問題点

を現在洗い出ししている状況でございます。

これらの内容との整合性を図りながら、今

後、現在の浸水状況や費用対効果を踏まえ、

計画的に雨水幹線等整備していきたいと思っ

ております。雨水幹線の整備には多額の費用

と期間を要します。また、下流域側の姫路市

等との協議があるため、少しの御猶予をいた

だきたいというふうに思います。 

 また、抜本的な対策として、雨水幹線整備

計画を進めていくのかということでございま

すけれども、太子町における雨水幹線整備の

計画としましては、基本的に国から認可を受

けました太子町下水道計画図の雨水に係る部

分でございますので、その事業を再開すると

いうか、進めたいということでございます。

また、先ほども申しましたけれども、雨水幹

線の整備には多額の費用と時間を要しますの

で、いましばらく御猶予をいただきたいとい

うふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 森田眞一議員。 

○森田眞一議員 その答弁、前にも聞かせて

いただきまして、十分時間と費用を食うだろ

うなということはもう重々わかっとるんで

す。ただ、前にも述べましたように、浸水の

危険にさらされているような地域の方々は一

刻も早い解決を望まれとるわけです。そし

て、すぐにというのは、皆さんそれ大変だろ

うなあということも理解していただいとるん

です。ただ、いつごろそれにかかっていける

んだろうか、いつごろになったらそういうふ

うな解決のめどが立っていくんだろうかとい

うことを皆さん待っておられるんです。です

ので、少しの猶予ということなんですけれど

も、全体にはそういうことなんでしょうけれ

ども、そういう危険にさらされておられると

ころからでもこういうふうにやっていくんだ

ということを明らかにしていただいて、不安

を取り除いていただいて、それまで待てば何

とかなるんだなということ、希望を持って生

活をしていただけるような状況へ早く持って

いっていただきたいというふうにお願いいた

しまして質問終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（橋本恭子） 以上で森田眞一議員の

一般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

   （休憩 午前11時55分） 

   （再開 午後０時58分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 それでは、一般質問を続行します。 

 次に、井川芳昭議員、お願いします。 

○井川芳昭議員 それでは、９番井川芳昭、

通告に従いまして一般質問をいたします。 

 本日の質問についてもいろいろと不手際が

あろうかと思いますが、総務部長等におかれ

ましても笑わずに聞いていただければなとい

うふうに思いますし、また答弁者におかれま

しても横を向いて答弁しないようにだけして

いただきたいなというふうにも思います。 

 先ほど来からも平田議員の質問の中にもあ

りましたが、見守りという言葉もありまし

た。私の質問についても大きな意味では見守

りというようなこともありますので、よろし

くお願いもいたしまして本題に入ってまいり

ます。 

 小・中学校における通学路の防犯と安全対

策についてです。 

 全国的にも通り魔または不審者等が通行人

に刃物等で危害を加えるというような事件が
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多く発生している中で、この太子町において

も小・中学校の連絡メールまたはひょうご防

犯ネットからのメール配信等で声かけ、後追

い、痴漢等の不審者情報が保護者にメール配

信され、注意喚起をしている現状があります

が、学校の通学路においても保護者からは心

配の声が多々ございます。 

 １番、この不審者情報等を配信した後、特

に女の子の子供を持つ保護者においては、そ

の近くに子供が外出してるときなどかなり不

安になるという声をよく聞きます。メール配

信後の関係機関との連携、またその後の対応

はどうなってるのか伺います。 

 ２番目、東中学校へ上っていく東側の坂道

のところ、今は樹木が多く、夜間照明を遮断

して、不審者が隠れたりもしている、わから

ない場合があり、特に副町長お膝元の沼田自

治会から上がっていく竹林等の坂道は周囲か

ら死角になっていて、通学路において大変危

険な場所であり、防犯カメラ等の設置を含め

た早急な対応が必要と考えますが、当局の対

応はどうなのかを伺います。 

 ３番目、小・中学校の通学路になっている

ところで住民から死角になって危険なとこ

ろ、車の往来や河川付近で交通安全面におい

て危険な箇所をどれだけ把握され、どう対応

されようとしてるのか、この３点伺います。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 先ほどの質問に対

しましてお答えをさせていただきます。 

 まず１点目なんですが、先般の人気アイド

ルメンバーが傷つけられた事件等、昨今の社

会情勢を踏まえますと、不審者に対する保護

者の御心配は小さなものではないと感じてお

ります。 

 学校メール等の配信利用につきましては、

地域で発生している不審者情報を早期に知

り、子供を犯罪から守るために活用すること

を目的としており、配信後は警察や育成セン

ターへの連絡、小・中学校間での連携を行

い、緊急性や重大性を考慮して、教職員が巡

回するなど、情報の周知や子供たちの安全確

保に努めております。 

 なお、平時におきましては、青色回転灯を

装備した車両によるパトロール、いわゆる青

パトを、生徒・児童の下校時間に合わせて、

教育委員会等の職員が交代で行い、犯罪や事

故を未然に防ぐための取り組みを行っている

ところでございます。 

 ２点目なんですが、太子東中学校の周辺地

域と山々は隣接しており、御指摘のとおり、

学校東側の坂道においても樹木が多く茂って

おります。そのような中、生徒の登下校の安

全対策につきましては、教職員による巡回を

行ったり、ＰＴＡの皆さんに下校時のパトロ

ールを行っていただいたりしております。 

 沼田自治会から上がる坂道につきまして

も、道路を覆うような樹木や竹の状況であれ

ば、関係機関と連携して対応したいと考えて

おります。 

 なお、防犯灯の設置につきましては、設置

箇所が学校敷地外であることや、カメラによ

る監視、画像の録画とその利用について、肖

像権等の個人のプライバシーの観点などか

ら、現段階での設置は難しいものと考えてお

りますが、今後においても引き続き、学校敷

地内の防犯カメラ設置とあわせ、必要に応じ

検討していきたいと考えております。 

 ３点目ですが、危険箇所の把握につきまし

ては、各学校園の教職員による定期的な確認

やＰＴＡの皆様による危険箇所の点検活動な

どにより把握しております。 

 また、対応でございますが、安全マップの

保護者への配付や地域の皆様の見守り活動、

ＰＴＡの皆様の巡回などで対応しておりま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 いろいろと答弁いただきま

してありがとうございます。 

 ひょうご防犯ネットや、いろいろと学校か

らメールが配信された後、関係機関等々も連

絡回ると思うんですが、保護者は配信された

後に、この場所にはこんな不審者が声をかけ
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て立ち去ったとか、そういったいろいろな事

例があるかと思うんですが、その内容につい

て、その先、メールが配信された後、それは

どうなっていくんかと。そこに知り合いの方

がおられたり、自分の子供さんが近くにいる

んやというようなことで御心配になることが

往々にしてあるんです。その後のことは、警

察関係機関によってちゃんと報告されたら、

こうなりましたよと、今こういったとこにお

るというような情報もおいおい欲しいんです

が、件数もいろいろといっぱい入ってくるん

で、そんなことの把握というのは難しいかと

思うんですが、その辺の配信した後のフォロ

ーというのは今どういうふうになってるんで

しょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） メールが配信され

ますと、メール登録をされてる方につきまし

ては、その情報等はすぐに入るようになって

おります。その後どういった処置をされてる

かということにつきましては、警察等からは

今のところその情報については入ってきては

おりませんけれども、実際に不審者等がその

場におるということになりますと、やはり警

察あるいは学校等からの連絡というものはす

ぐ教育委員会のほうにも入ってくるようには

なっておりますけれども、そういうことも踏

まえて、今後の情報については十分情報確認

はしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 とりあえず、その後のフォ

ローが今のところは多分余りされていないの

だろうと。配信はするけども、後は皆さんで

気つけてくださいというようなことに今現状

でなってると思うんです。 

 太子町の総合計画の中にも、町内で発生し

た情報等を広報紙等、またそれを積極的に提

供すると言われていますが、見ている限り、

さまざまな不審者情報が配信されているんで

すが、そういった内容のものが、その後の経

過含めて、積極的に提供されると言われるん

やけど、提供されておらないけども、その辺

についてはどうですか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） そういった情報の

提供といいますか、それについては今のとこ

ろ各地域といいますか、そういうところには

情報の提供はしておりません。今後において

は十分検討していきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほどもちょっと太子町の

総合計画の話もしましたが、総合計画の70ペ

ージに犯罪を未然に防ぐ備えとあって、基本

構想にも現状と課題ということで、子供を狙

った凶悪犯罪が全国的に頻発しているとあっ

て、本町は新旧の住民が混在しているので、

その不審者を確認しにくいということで、い

ろいろと書かれていて、逆に先ほどもプライ

バシーの話、防犯カメラの話もされてました

が、やっぱりそういうことを一つ一つ潰して

いきながら、ポイントポイントで防犯カメラ

の設置。逆に、混在してわからないんであれ

ば、そういったプライバシーの侵害に該当し

ないようなところにつけてもいいんじゃない

かと思いますが、その辺についていかがです

か。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 防犯カメラを設置

する趣旨といいますか、そういうカメラの設

置については、やはり防犯上必要というとこ

ろでございますので、人が通るところに設置

するということになりますので、そういった

ところになりますと、やはり個人のプライバ

シーというのがどうしてもかかわってくると

こでございますので、それ以外のところがど

こにあるのかなというのはちょっと私もわか

りませんけども、そういったところで、プラ

イバシーの観点から、今の現在の段階では難

しいというふうに考えております。 

 以上です。 
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○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 何度も同じような質問繰り

返しますが、この太子町の基本計画にも犯罪

を防ぐまちなみづくりということで、地域と

連携しつつ防犯灯、またその防犯施設の設置

と充実、またそれを推進するとあるんです

が、これ今まで何を推進してきて設置したの

かということをお答え願えますか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 通学路なんかであ

れば、その道路そのもの、その中で暗いとい

うことであれば、自治会からの要望であっ

て、今までも防犯灯を設置しておるところで

ございます。それから、交差点等におきまし

ては、危険ということが判断されれば、道路

関係のところでカーブミラーをつけていただ

いたり、そういったところで対応しておりま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 今、防犯灯の設置とか、そ

れは晩の暗いとことか、それも可能なんでし

ょうけども、あと基本計画の中にも公共施設

の整備については、先ほどもお話ありまし

た、「周囲の視線を遮らないような適切な空

間配置を図ることによって物理的には死角を

解消し、犯罪の未然防止に努める」とありま

すが、これも同じような質問なりますが、こ

れどんな今まで死角を解消してきたんでしょ

うか。その辺についてもお伺いします。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 建物の視界という

質問かなあと思うんですが、やはり建物の死

角の解消といいますのは、個々の建物あるい

は公共施設においては、そういった視界にな

らないような配慮もされてると思います。

個々の建物であれば、それは個人の財産でご

ざいますので、そういったところについて

は、仮に視界ということになりますと、その

中で視界が妨げられないような工夫を配慮し

ていただくような状況のところで、そういっ

た交通安全施設等を立てていく、そういった

ことを対応としてやっております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 今、各自治会で組織されて

る、小学校登下校時に、まちづくり防犯グル

ープ、大体老人会の方がやっていただいて、

登下校時に見回りをされて、大変尽力をいた

だいておりますが、そういった時間帯はもう

限られた時間で、その方々がやっていただい

てることなんやけど、そういった時間に不審

者は、出ておってやから、そこには必然的に

いつも同じ場所におってやから、そこになん

かおるわけないんやけど。こういった方々に

も、いわゆる先ほど言った、ひょうご防犯ネ

ットとか防犯メールというのを多分持ってお

られる方はわかっとってんかどうかわかりま

せんけども、これらの方々にも防犯ネットの

メール配信とかというのを推奨して持ってお

られることはないんですか。その方々がわか

ってないと、近くにおるのにそんな人が行っ

てもわからないというなことがあるんですけ

ども、この辺の方々に対する情報提供という

のはされとんですか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 防犯ネットにつき

ましては、県のほうで今ネット配信をしてお

ります。ですから、警察からの情報があれば

防犯ネットのほうにそういった不審者の情報

は入るようにはなっております。ですから、

学校からそういった配信というのはしており

ません。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 せっかくやられているんで

すから、そういった方々にもこういったこと

配信されてますというなことももっともっと

周知してもらいたいのもあるんですけども。

その基本計画の中にもこういった活動に対し

て支援していくというふうな文言もあるんで

すけども、これどんな支援をしていかれるつ

もりでおるんかということを答弁願います。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 
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○教育次長（宗野祐幸） その支援なんです

が、実際に自治会等でそういった危険な箇

所、あるいは防犯上よろしくないところにつ

いての、言えば冒頭に申し上げたような防犯

灯とか、そういった施設を設置するに当たっ

ての補助というのは考えられるものではない

かなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ちょっと余り話が進ま

ないんですけど。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 進めとうで。進めてます

よ、話は。 

 それと、子ども110番の家、旗掲げて、皆

さん御自宅とか店舗にお願いしてされている

んですけども、この中にも子ども110番の家

の充実ということで、店舗や家に旗を掲げ

て、子供の駆け込み寺ですか、そういったこ

とに対して、駆け込んでいくというようなこ

とでやっておられると思うんですけども、こ

れ年間そういったことはどれだけあるのかと

いうことを把握されてますか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 申しわけないんで

すが、ちょっと把握はしておりません。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 結構、その基本計画の中に

こういったことをやってるという中で、どう

いうことで駆け込んできたんかとかというの

を把握、見てないというのも何かおかしな、

あるような気がするんや。だから、直近では

何かあったと、そういうことで駆け込んでき

たというような、だから連携が何もされてな

いんかなあ。その話をどこへ持っていくとい

うのもないんかなあと思うて。だから、その

システムがあるけど、その機能がどんだけ児

童にも周知してあって、こういうときはこの

旗のとこに行けよとかということは、これは

周知されとんですか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） それにつきまして

は、学校の中で何か登下校のときに不審者が

あってというときにつきましては、子ども

110番の旗を掲げてるところに逃げ込んで、

そういった救いですか、そういう逃げ込んで

救いを求めるということについては、学校な

どでの教育の中で周知はしていると考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 一般の家では掲げてあると

こをたくさんお見受けしますけど、実際一般

の家は今鍵閉めとんです。ピンポン鳴らして

も出てこないお宅ってのは結構あって、それ

が昼の時間であったりすると余計に外出され

てると。もちろん店舗等では常日ごろあいて

るというような状況もあって。定休日はまた

のけて、別ですけども。だから、こういうこ

と、旗はあるけど閉まってる、こんなときど

うするんやというようなことになってくるん

やけど、これについては何かわかっとっての

ことありますか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 子ども110番を掲

げていただいてるおうちにつきましては、や

はり逃げ込みやすい、やすいというんか、子

供たちが安全に避難できるような場所という

ことでお願いをしているところでございます

ので、何かの事情によりましておうちが閉ま

ってるということはあるかもしれませんが、

普通に考えますと、そういった子供たちの安

全確保のために皆さん協力していただいてる

ところでございますので、本来であれば逃げ

込みやすいおうちなり店舗というふうに私ど

もは考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 そのとき、おらへんかった

ときの対応を私は今質問しとんですけど、余

り宗野次長いじめても僕はどうかなと思うた

りもするんやけど、これ全体的なことなん

で。教育部局だけやなしに、全体を通しての

僕は質問したつもりなんやけど、この学校と
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いうことがあるから教育部局なんかなと今ふ

うに思いよんやけど。でも、やっぱりそうい

ったことも周知していかないと、そのとき、

いや、家行ったんやけど閉まっとったんや

と、次のこと聞いてないからという話になっ

たり。店の場合は、うち店してることもあっ

て、小学生が何回か来ました。それはトイレ

貸してということで。ということで、そうい

ったことやったら安堵するなというようなこ

とで、よくあるんですけども。ただ、そうい

ったことが、実際に駆け込みすることがどこ

で何件あったんかとかということもやっぱり

知っておきたかったというとこもあるんで、

またその辺のところもひとつ一考していただ

きたいなというふうにも思います。 

 それと、最近ＳＮＳという言葉で、ソーシ

ャルネットワークサービスですか、そういう

ことで、そういったものを利用した防犯シス

テムというのがあるような話を聞いたんです

けども、その辺については何か御存じなこと

ありますか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） まことに申しわけ

ございません。勉強不足で申しわけございま

せん。ちょっと承知しておりません。済いま

せん。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 私もそんなにも詳しくあり

ませんが、最近公的機関では、警察とか役

場、これは災害とかにもいろいろと利用され

るらしいんですけども、ツイッターでそうい

ったものを住民にフォロワーになっていただ

いて、その辺から画像とかいろんなものを、

不審者とかの写真を撮ってもらって、それを

皆さんにフォロワーになっていただいて情報

を収集していくという、そのタイムリーな情

報がいろいろと犯人逮捕とかに役立てるとい

うことで私も聞いたんですけども、その辺の

ことも少し勉強していただいて、何か一つで

も役に立てていただきたいなというふうに思

うんですが、その辺のことまた今後どうされ

るのかだけ答弁願えますか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 今後、私も十分勉

強させていただいて、そのソーシャルネット

ワークですか、それにつきまして十分活用で

きるんであれば、そういった方向で検討して

いきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 一番最初のちょっと話に戻

るんですけども、東中学校のところで、龍田

のほうから上ってくる長い坂道のところなん

かも、当然冬になると早く暗くなって、部活

動絡みの方が帰るのも少し怖いなと。まし

て、その一番下の自転車置き場のところです

か、たもとの、あそこなんかについてもやっ

ぱり不審者がおりそうな感じのとこで、龍田

の方向行けばもっと田舎ですから、そらもっ

ともっと危険なとこあるんでしょうが、やっ

ぱりそういった、どちらかというと下校時に

狙われるのは学校に近いところから狙われて

のことが往々にしてあるそうなんで、そうい

ったところもあることに関しても、先ほども

少しお話ありましたけども、このようなとこ

ろも今後どういうような対応をとっていくの

かということ、お考えがあればお答え願えま

すか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 中学校からおりる

ところですが、やはりクラブ活動などをして

いますと下校時が遅いというところで、そう

いったところの時間帯になりますと、どうし

てもやっぱり今議員がおっしゃられるような

不安は当然出てくるかと思います。そういっ

た中では、やはり学校の職員なりがそういっ

た注意をしながら、子供たちの下校時に対し

ての安全確保というものは当然職員として十

分考えていかなければならないというふうに

思っておりますので、その点については学校

とも十分協議して対応していきたいというふ

うに考えます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 
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○教育長（寺田寛文） ちょっとつけ加えさ

せていただきます。 

 部活の終了時間等は夏と冬と若干違いまし

て、部活終了時間と完全下校時間というふう

に学校側は分けております。終了時間は徹底

して守り、そして完全下校は生徒指導担当が

完全下校を見送ると。どうしても生徒の所用

がありまして残す場合は、その担当教師が送

っていくなり、また多い場合は保護者が迎え

に来ていただく等の処置はしてるところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 そのズレに関しては申しわ

けなかったです。私も今知っていて、うかつ

に暗いからと言ってしまいまして。暗くあろ

うがなかろうが、もう連れ去り事件というの

は当然そんな早い時間にも起こることであっ

て、私も今ちょっと違ったなというふうには

思っておるんですけども。どちらにしても、

先ほど来もいろいろプライバシーの話されて

ました。こういうとこにも、坂なんですか

ら、誰にプライバシーもあるわけでもないん

で、こういったそういうとこにも防犯カメラ

の必要性は私はやっぱり要るんだなというふ

うに思っとります。 

 それと、先ほども言いましたが、沼田の自

治会から上がっていく、東側から上がってい

くほうのところなんですが、竹とか雑木がい

っぱい生えてて、またカーブになってますか

ら、ちょっと見通しもきかなくて、日中でも

薄暗いとこもあるんですけども、当然生徒か

らも保護者からもあの辺ちょっと気味悪いな

というような話ももう前々から聞いてまし

た。冬になると、もうやっぱり日落ちも早い

ですし、下校時間の調整もあって、そんなこ

とはなかろうというふうな話もあるんですけ

ども、やっぱり、できることであれば、太子

町の土地、山でもないんですから、地主に相

談でもしていただいて、まずそういった少し

でも雑木を排除していくような形をとってい

って、そんなことを嫌やというような地主さ

んおってないと思うんですけど、一応そうい

うことで相談もしていただいて、先ほども答

弁もいただきましたが、ここについてもやは

り防犯カメラというのも周囲の家が映らない

ようにだけしていただくというのもひとつ一

考せなあかんということもあるんですが、そ

の辺についてもう一回、今後の対応だけお願

いできますか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 先ほど来から防犯

カメラのことも御質問されておられますが、

今の時代でいきますと、やはり個人のプライ

バシーというのは一番重要なところでござい

ますので、そういったところについて、また

校外ですので、町道でございますので、一般

道ということで、やはり隣接の地域の自治会

ともよく協議しながら、その辺のところも踏

まえて十分検討していきたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 次長のほうも、先ほども、

危険な箇所とか、いろんなところは学校で把

握されていると言うんですけども、実際にそ

の重立ったところで、ここは非常に危ないん

だろうなというところ御存じですか。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 危ないところとい

いますと、一般的にはやっぱり道路が狭くて

見通しの悪い、そして交差点なんかが十分考

えられるとこでございまして、特にこういっ

たところというのはないんですが、全般的に

そういったところが危ないというふうには認

識しております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 余り具体的には何か御存じ

ないような気もしますけども。太子町内、大

体そういった山とかがあったりするところと

いうのは、斑鳩地区、石海地区は余りないよ

うなところなんで、太田地区、龍田地区とい

うような形になってしまうんで。龍田地区で
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も東中学校とか龍田小学校の校区になってく

る、広坂のほうですか。あそこからですと、

（株）三洋工事さんがあるとこから北へ上が

っていく道があろうかと思うんですけども、

途中にもバイパスの高架下があったり、いろ

いろと痴漢に注意とかというような立て看板

もあるんですけど、いつもあそこ何かおるん

やろなあとかみたいな気がしてもうしょうが

ないんですけども、街灯も少ないですし、中

学生になると余り怖くないのかなと思うたり

もするが、小学校の子ら、あそこ、信号行く

までも結構距離長いですし、そこから、その

信号からまた北へ上がる道、もう結構距離が

あるんで、あの辺も本当に防犯カメラ等、少

しでも映るところがあれば、何かあったとき

に関してだけでもというふうに思うんです

が、この辺についてもいかがですか。何か実

体験でも、次長の知っとっての範囲で答えれ

れば。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（宗野祐幸） 今言われてるとこ

ろでいきますと、私が生活環境課に在職して

おるときに地域からの要望によりまして、あ

そこに防犯灯を増やしたという経緯はござい

ます。その中で、ある程度の視野は確保でき

るんかなあというふうに思っております。そ

ういう意味で、防犯カメラについても、その

辺のところは検討していかなければならない

というふうには感じておりますが、今すぐそ

ういった防犯カメラが必要ということは、今

のところは考えておりません。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 やはり何か起こってからで

は遅いんです。この話、私少し前から考えて

たんですが、きのうでもいきなりニュース入

ってきましたけども、栃木県の小学１年生の

誘拐事件、これ本当に、私がこれを大分前に

未解決事件としてちょっと気にしてたとき

に、この太子町でもというような形を思うた

ときにこの話を思い出したんで、言いますが

……。 

○議長（橋本恭子） ちょっと、もうこの通

告の内容で。 

○井川芳昭議員 いや、してますけど。 

○議長（橋本恭子） お願いします。 

○井川芳昭議員 そういうことで、友達と別

れて下校途中、見通しの悪いところで、それ

も学校から700メートルほどしか離れてない

とこで誘拐されて、その後御遺体となって発

見されてという形で、大変不幸なことやと思

うんですけども。それも８年間、今まで近所

の方、ＰＴＡの方が交代で立ち番されたり、

あそこの現場近くにある雑木を処理して、防

犯カメラがついて、照明器具がついて、ずっ

と８年間そういった警備をされてきたという

ことで。校長先生の話もあって、もう非常に

つらかったというような話もあって。たまた

まこれ別の事件で逮捕されたことの自供であ

っただけで、マークはしていたらしいですけ

ども、余罪追及の中で、自白でこういった逮

捕に至ったということなんで、やはりそうい

ったことを未然に防ぐためには早い対応が要

ろうかと思うんです。プライバシーが先に立

って、なかなかそういった防犯カメラの設置

には至らない面があろうかと思うんですけど

も、もうそういう時代なんやということもあ

って、当然都心部では防犯カメラの設置によ

っていろいろな事件が解決されて、タクシー

でもドライブレコーダーつけて走り回ってる

ような時代ですから、いろんな意味で、そう

いった解決につながるということで、いいと

思うんです。この茨城の事件でも最終的には

防犯カメラのことが決定的な証拠になって捕

まったということもあるんで、本当に私、先

ほども、費用面で言われてるのか、プライバ

シーの面で強く言われてるのかわかりません

が、今の庁舎にしてもそうです。そんだけお

金をかけることがあるんでしたら、地域住民

はこういったことにお金をかけても少しも怒

らへんと思うんや、保護者含めて。だから、

本当に、プライバシー、プライバシーと言わ

れますが、再度の話になりますけども、防犯

カメラやはりつけにくいでしょうか。答弁お
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願いします。 

○議長（橋本恭子） 簡潔明快に、大体もう

答えが出てますので、井川議員、この辺で。

たびたび次長が答弁してるので、やはりちょ

っと結論は出てるような感じやと思うので、

最終的にもうお願いします。 

○井川芳昭議員 何や、何が最終的に。 

○議長（橋本恭子） ほなら、次長、答弁し

ていただいて。 

○教育次長（宗野祐幸） 先ほど来から答弁

しているように、防犯カメラについては今の

ところ難しいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 町長も怒られますけども、

こんだけ言うて普通なんです、僕は。 

   （町長北川嘉明「そんな失礼な言い方

したらあかんて。一般質問は何かいう

ことよう考えて質問して……」の声あ

り） 

 僕、何げなく、余り見ない太子町総合計画

ちょっと目を通したんです。ただ、そういう

ことは書いてありました。でも……。 

○議長（橋本恭子） 暫時休憩します。 

   （休憩 午後１時40分） 

   （再開 午後１時40分） 

○議長（橋本恭子） 再開します。 

○井川芳昭議員 そんなに時間かかっとうつ

もりはないんです、ゆっくりしゃべってるだ

けで。 

 この太子町総合計画に沿って、計画にもあ

りますけども、いろいろと学校と、また警察

も連携していただいて、次長の答弁非常に残

念なとこもあったんですけども、危険だと判

断するについてはプライバシーの侵害になら

ないように、また住民の理解を得て防犯カメ

ラを設置していくことが悲惨な犯罪被害者を

生まないための大きな政策だと思います。ほ

かから見てよいことだと思われないかもしれ

ませんが、それによって、それが抑止力にな

って、子供たちや地域住民が不審者等から守

られれば、それはそれでよいことであります

ので、防犯カメラについてはぜひとも導入の

方向で対応していきたいというふうに思いま

す。 

 同じことで何回も申しわけなかったと思い

ますが、これについては一般質問終わりま

す。 

○議長（橋本恭子） 以上で井川芳昭議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、質問をいたしま

す。 

 １、町は放置されたままの空き家対策を行

うべきでは。 

 空き家の中で全く管理されないで放置され

たままの場合、生活環境や防犯等さまざまな

問題を引き起こすことがあります。町内を回

ってみますと、本町でも人の住んでいない家

を多く目にします。もとより空き家の適正な

管理は所有者等の責任でありますが、放置さ

れた場合、建物その他の工作物の倒壊もしく

は破損等により、または建築資材等の飛散に

より人の生命等に被害を及ぼすおそれ、不特

定者が侵入するなどにより火災または犯罪が

誘発されるおそれ、樹木または雑草の繁茂な

どにより周囲の生活環境の保全に支障を及ぼ

すおそれが生じるなどの問題が生じます。こ

のため、放置されたままの空き家がある場

合、それに対して対策を行うことは自治体が

新たな対応を迫られている課題であると私は

考えております。 

 そこで、(1)町内の空き家の数を町は把握

しているか。その数は。そのうち放置された

ままの空き家の数を町は把握しているか。そ

の数は。 

 (2)空き家対策の条例を制定すべきではな

いか。その考えは。 

 (3)条例を制定しない場合、所有者等の財

産権と空き家周辺の環境保全をどう調整して

いこうと町は考えているか、お尋ねします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

   （吉田日出夫議員「議長、これ同じ質

問ちゃうの」の声あり） 
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 いや、質問でも聞き方がちょっと違って、

答弁が違う…… 

   （吉田日出夫議員「聞き方が違おうが

なかろうが中身は同じちゃうの」の声

あり） 

 いやいや、本人に…… 

   （吉田日出夫議員「先ほどから井川議

員に言ってるのと意味からいうたら同

じ内容やないの」の声あり） 

 いやいや、もうそれは答弁しますので、ち

ょっと待ってください。 

 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 首藤議員の質

問にお答えしたとおりで、町内には約280の

空き家を確認しております。その詳細な内容

については把握をしておりません。ですか

ら、自治会を通じてアンケート等により管理

状況の実態調査をしたいというふうに考えて

おります。 

 ２番目の条例の制定についてですけれど

も、これについても首藤議員の質問に回答さ

せていただいたとおり、兵庫県においては各

市町で構成した協議会を設立し、県の空き家

対策ガイドラインを作成しました。 

 町内には現在280の空き家を確認してお

り、アンケート調査等により実態調査を行

い、現状の把握と課題の抽出を行い、地域の

実情に沿った条例制定の検討を進めてまいり

たいと考えております。 

 ３番目、条例を制定しない場合、所有者等

の財産権と空き家周辺の環境保全をどう調整

していこうと町は考えているかということで

ございますけれども、空き家対策につきまし

ては、老朽化の進みぐあいや、その対応はさ

まざまであります。空き家問題の深刻さも地

域により違うのが実情であります。それぞれ

の状況に合わせて条例の必要性や内容を判断

していく必要があると考えております。 

 また、県内でも協議会を設立してガイドラ

インの策定を行ってきましたが、条例の内容

や取り組みはばらついており、国による統一

的な対応が望ましいとする意見が出ている状

況でございます。 

 本町としましても、個人の財産権の侵害の

おそれのある代執行による空き家の撤去は行

政機関のとる最終手段であると考えており、

まずは現状把握のために実態調査を行い、建

築基準法第８条で定める「建築物の所有者、

管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構

造及び建築設備を常時適法な状態に維持する

よう努めなければならない。」の努力義務を

もとに、兵庫県まちづくり建築課と共同で空

き家の所有者等に適切な管理を促しながら、

今後は環境、防犯、景観など地域の問題とな

る状況を見きわめながら方策の検討を進めて

まいります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 この問題は今全国的にも問

題になってきていて、条例を定められた団体

もあって、今どんどん全国的に条例制定が増

えてきてるのですけれども、本町において

は、これまでこういう苦情は、これも団体に

よって課がどうもまちまちな現状もあるらし

いんですが、本町の場合は、こういう苦情は

何課が担当されて、そして今までどういうよ

うな苦情があって、どのように対応されたと

か、そういうのはどのようになってきており

ますか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、生活環

境の面で草とかが繁茂して困るとかというよ

うな場合には、これ生活環境課のほうに苦情

といいますか、そういう自治会からの要請が

あって、町のほうとして所有者を確認し、連

絡をとったことによって改善されたというケ

ースもございますし、また逆にといいます

か、建築に関係するような関係であります

と、例えば瓦が落ちてきて危ないとか、そう

いった場合には街づくり課のほうで所有者に

対してそういう危険な状態であるということ

をお知らせして改善したというようなことが

ございまして、幾らかのそういう苦情といい

ますか通報はありますけれども、所有者にそ
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ういう改善のお願いをしたところ、ほとんど

が改善されているというような状況でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 そうでありますと、そうや

って所有者に言うとほとんどが改善してると

いうことであれば、これ実際問題私は条例を

制定すべきではないですかとこう書いてるん

ですが、これしたからといっても実際問題限

界があるわけです。それで、しないと、午前

中の同僚議員の質問ではありませんが、国で

は空き家再生等推進事業とかメニューもあっ

たりするわけですけれども、しないと、条例

がなかったら、太子町としてもそれを利用で

きないという部分があって、そういう面もあ

って、ちょっと、なんですが。でも、したか

らといって、所有者が万一、ほとんどの場合

は見つかると思うんですが、所有者がわから

ないというような場合、土地を貸していて誰

かが建てて、もう本当にどこへ行ってしまっ

たかわからないとか、そういうようなことが

ないのかというのがちょっと心配になりま

す。といいますのは、自治会さんにお願いし

ていろいろ調べた場合、町内歩いていて一回

言われたことは、あそこの家、あそこがって

言われて、ああ、あそこがどうなんですか、

所有者さんはどなたなんですかとかいろいろ

話してたんですけども。それはその方がたま

たま御存じなかったのかもしれませんけれど

も、もしかしたら所有者さんが──地元にお

られないケースが多いとは恐らく思いますけ

ども──わからないとかというようなことが

あった場合に、どのように、条例が仮にでき

ても対処されるのか、その辺難しいとこある

と思うんです。だから、これできたからとい

って全部解決できるわけじゃない。できたか

らといって、仮に代執行までやったとしても

お金いただけると100％保証あるわけじゃな

いし、そういったこと、要は必ずしも条例な

くても今までやってきたこときちっとやれば

同じようなことに多分なると思うんですけど

も、だけど条例つくらないと国、県のいただ

ける部分をもらえないという部分あると思う

んですが、その辺はどのように今後、まず本

当に建物の所有者全員わかるのか。わからな

い場合どうされるのか。それから、私は条例

あるべきだと言ってますが、必ずしも条例が

あるなしでなくて、きちっとどこまでやれる

かどうかということが問題だと思うんです

が、今後どのように進められようとしている

か、もし、もしというか、その点について御

意見いただけますか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 当然、今条例

がない状態でございますので、町からの行政

指導というような形になっております。です

から、極端に言えば強制力があるわけではご

ざいません。当然、その管理者の義務とし

て、ちゃんと家屋を管理してほしいという旨

お伝えすることしかできません。 

 ただ、今おっしゃってたように所有者がわ

からないというのは、これ個人情報の関係も

ありまして、町のほうでは税の情報等から確

認することも可能なんですけれども、一般の

方についてはなかなかそういうところまで及

びませんので、所有者がわからないというよ

うなことはあります。その場合は町から直接

所有者にお話をして、手紙なり、あとは連絡

がつくようであれば電話などで照会をかけ

て、こういう状態ですよということで改善の

お願いをしておりますが、当然、例えば相続

人が複数おられて、どなたが管理しているの

かわからないであるとか、所有者がもう全然

本当にわからなくなるというような状況もご

ざいますので、今後は人口も減っていく上で

空き家の数は増えていくと考えられますの

で、その時期に応じまして条例については制

定したいというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 そういう所有者が最終的に

特定できない部分、本当に大変だと思います

が、行政がやはり権限を持ってやるためには
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条例は必要だと思いますので、今後御検討い

ただきたいと思います。 

 １点、今部長のほうから、町のほうでは貸

した相手、土地を貸した相手方の建物の所有

者がわかるんだと言われたんですが、ちょっ

とこの情報が正しいかどうかわからないんで

すが、ある資料ではそういうものも地方税法

の22条が規定する守秘義務があって、この文

章には市役所て書いてありますけど、市役所

内部であっても入手は一般に困難と考えられ

てると書かれています。私、今これを詰めよ

うとしてるんでなくて、もしかしたら役場内

部でも聞いてはいけない部分があるのかなと

いうのは、ちょっとその辺難しいとこもある

と思うんですが。ですから、役場の中でも難

しいとこがあるんかなあと思って、これを調

べてて思った次第です。今後、抜かりないよ

うに。だから、そういうことのためにも条例

が、対応できるように条例が必要なのかなと

思った次第です。ぜひとも十分御検討いただ

きたいということをお願いしておきます。 

 では、次に行きます。 

 ２、町が始めた本町元職員の再雇用の職務

の実態と勤務態度は。 

 本町は本年４月から、60歳を超える退職職

員の再雇用を行っています。時代の流れか

ら、このこと自体に反対するものではありま

せんし、また、もうこれも国のほうで決まっ

てるわけでございますので、再雇用職員がそ

の能力を十分発揮できるよう雇用主は努めて

いるかということをお尋ねしたいと思いま

す。 

 (1)再雇用職員の数、配置先、職務の内容

は、勤務態度は。 

 (2)これら再雇用職員が来年も職を与えら

れるポジションはどの程度存在するか。これ

は、今お尋ねしてるのは、法的には順次移行

していく流れでありますが、というよりも、

そういう職が、そういうところがどの程度あ

るのかなと、どういうふうにお考えなのかな

ということをお尋ねしております。新規採用

職員や在籍職員の兼ね合いから、再雇用職員

の運用をどのように図っていくかについて、

今後５年間くらいでどのように進めたいと考

えているか。長期的に聞くと多分難しいと思

ったので、ここ５年ぐらいというふうに聞い

ております。 

 (3)再雇用職員が生きがいを持って働ける

よう、どのように手だてを講じているか、講

じてないか、お尋ねします。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） それでは、再任用

職員の数、配置先等についてお答え申し上げ

ます。 

 まず最初に、再任用職員は、今年度におい

ては５名の職員を雇用しております。配置先

につきましては、街づくり課、体育館、南総

合センター、龍田公民館、そして社会福祉協

議会への派遣で、職務内容は、配置先におけ

る一担当者として、スタッフアドバイザー的

な業務を行っております。 

 また、勤務態度につきましては、管理職と

して定年退職をし、再任用職員となった者に

ついても主事級、２級職として勤務してお

り、経験や知識を生かしながら、自分の置か

れた立場、職場環境等理解して、一担当職員

という心構えのもとに仕事に当たっておりま

す。 

 次に、再任用ポジションの関係でございま

すけども、来年度の再任用職員のポジション

についてですが、平成26年度の退職者が６

名、平成26年度の再任用者が５名おられま

す。御承知のとおり再任用の条件につきまし

ては、定年退職者等がいわゆる分限免職と

か、また欠格事項に該当せず、再任用を希望

すれば再任用する方針となります。 

 また、任期の更新については、再任用職員

の活用、また年金との接続の観点から、それ

ぞれその時点において決定してまいりたいと

思っております。 

 新規採用職員や在職職員との兼ね合いか

ら、再任用職員についての配置でございます

が、今年度において現在の定員管理計画は最

終年度となりますが、各所属からの必要職員
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数報告値をもとに、今年度の事務量の推移を

見きわめながら、再任用職員の配置を外部施

設や本庁内の配置についても検討した上で、

次期定員管理計画を策定したいと思います。 

 また、再任用配置を含めた運用について

も、導入初年度でございますので、近隣市町

の動向等を参考にしながら、効果的な活用を

図りたいと思っております。 

 次は、再任用職員が生きがいを持って働け

るようにできる手だてとしましては、先ほど

も説明させていただきましたが、再任用職員

につきましては、勤務する心構えとして、長

い勤務の中で培われた経験や知識を生かすこ

と、また職場環境を理解して、他の職員のア

ドバイザー的なスタッフ職でのサポートをし

ていただくことが職場での大きな役割と考え

ております。 

 また、再任用職員についても人事評価を実

施しており、勤務の遂行に当たり目標を明確

にして、その達成に向けて取り組むことな

ど、職員一人一人の勤務意欲向上及び人材の

育成を図っております。この評価の過程にお

いて、評価者と被評価者の間のコミュニケー

ションを通じて、組織内の意識の共有化や業

務の改善等にも寄与するものと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 私は、再任用で働いてくだ

さってる方みんな一生懸命やってくれてると

思いますし、やってくれると思ってますし、

今部長がお答えになったように、いろいろな

ことを理解した上で、自分の置かれた立場で

きちっと仕事をされるものと信じております

が、ぶちあけた話、とても心配なのは、これ

は希望されたら受け入れなきゃいけないわけ

ですから、これから、ちょっと今お答えにく

いから、そういう答えになるかもしれません

が、ここ５年ぐらいで具体的にどうなるのか

と。状況見ながらというようなことだったん

かもしれないんですが。実際問題は、どうい

う仕事をやっていただいて、また新規採用の

方どれぐらいとって、あるいはまた残ってい

る40代、50代とかの人たちも一生懸命仕事を

やっていただかなきゃいけないし、しかし、

かつて上司だった方がおられると、こういう

状況なので、本当にやっていくのは、否定的

な意味とか批判的に言うてるんじゃなくて、

難しいと思うんです、ぶちあけた話。これを

もう受け入れなきゃいけないということ決ま

ってるんですから、それをぜひとも今後、こ

れは今後の課題でありますので、ここ数年は

まだいいかもしれませんが、もっと長期にな

ると大変なことになるので、もう職員が在籍

してるときから、職員はもちろんお考えにな

って、もう50代になったら仕事されていくと

思いますが、今後どういうふうにするのがい

いのか。そして、残っている者、また再雇用

された方も十分仕事に能力を発揮していただ

けるように今後ともお考えいただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 続きまして３点目ですが、子ども子育て会

議の進捗状況をお尋ねいたします。 

 本町の子ども子育てについて。 

 (1)子ども子育て会議の進捗状況は。 

 (2)最終答申に向けてのまとめがなされて

いるところであると思います。会議の答申は

出てきたときに見させていただくとしまし

て、先のアンケート結果から出てきている問

題点について町自身はどう把握しているか、

お尋ねします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） お答えをいた

します。 

 太子町子ども・子育て会議の進捗状況でご

ざいますが、第２回太子町子ども・子育て会

議を５月２日に開催いたしまして、アンケー

ト集計結果を踏まえ、本町における今後の保

育、幼児教育についてのニーズ、住民意見な

どを説明いたしました。 

 また、アンケートの集計結果からの計画策

定に向けた具体的なニーズ量の見込み方法に

ついての御意見等もいただいております。 
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 今後は、６月から毎月開催いたしまして、

事業ごとの個々の検討に移り、将来に必要な

事業の絞り込み並びにその整備方法につきま

しても計画化しまして、９月をめどに子ど

も・子育て支援事業計画の原案をまとめてい

ただきたいと考えております。 

 ２番目でございますが、アンケート集計の

結果から、共働き家庭の増加、また就労形態

の多様化が顕著に見られております。それに

伴いまして、保育所定員の増員、延長保育の

実施、また病児病後児保育の実施、一次預か

りの充実など、利用者の生活実態に応じた多

様な選択が可能な環境づくりが必要と受けと

めております。 

 今後の子ども・子育て会議において、これ

らを踏まえて検討していただき、実現可能な

事業から子ども・子育て支援事業計画に反映

できればと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 答申が出ていない段階でお

答えにくいかもしれませんが、ただ、その最

終のものが出てくる前に、来年度の募集を担

当課はもうこの秋にはされると思うんですけ

れども、今部長がお答えになった定員を増や

すとか多様な選択肢を設けたいというような

ことについては、もう来年の募集からも幾ら

かは、例えば定員を幾らか増やそうとか、あ

るいは選択肢の中のこれを入れてみようと

か、そういうようなことで、最終的なこと言

えなかったら言えないでもいいですが、その

ような方向でやられるかどうか、言える範囲

でお答えをお願いします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 当然、答申の

結果を踏まえての話となるわけでございます

が、現在では先ほど申しましたような個々の

事業が少し見えてきているような状況でござ

います。ただ、ソフト事業、ハード事業、い

ろいろございますので、当然来年度から取り

組める事業については計画の中に反映してい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 わかりました。 

 今は定員等を増やしていかなきゃいけない

時代でありますが、将来的には子供が十分集

まらない時代も来るかもしれません。そうい

ったことにも対応できるよう十分考えていた

だいて、これを、いい答申をまとめていただ

くよう、担当部長としての善処を求めておき

たいと思います。 

 ４点目に行きます。 

 教育委員会は自身で改革できる面はあると

考えているか。昨今、教育委員会のあり方が

議論されることも多い。 

 (1)教育委員会自体及び本町の教育を見

て、現状において改革できる側面はあるか。

それとも、改革すべき側面はないと考えてお

られるか。 

 (2)委員会自体及び本町の教育を見て、長

期的な視点から、教育委員会自体もしくは本

町の教育を改革していけそうに思う点はある

かないか、お尋ねをいたします。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。反

省し、直そうとするから改善があって、進歩

があると思います。当町の教育においても

日々行動、反省、改善を常に心がけて行って

おりますので、改革、改善すべき側面がない

わけではございません。しかし、今直ちに改

革しなければふぐあいが出るものがあるとい

う意味においては、今のところ順調に業務が

遂行できてると思ってますので、改革すべき

側面はないと考えております。 

 ２番目の(2)の教育委員会自体及び本町の

教育を見てという内容でございますが、現在

国において教育委員会制度を見直す地方教育

行政の組織及び運営に関する法律の改正案が

国会で審議中でございます。この案が可決成

立いたしましたら、その法に基づき本町の教

育委員会制度を改正する必要があるものと認

識しておるところでございます。 

 以上です。 
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○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 改革できる面、していく面

はないというようなお答えだったかと思うん

ですが、立場上難しい、お答えになるのが難

しいかもしれませんが、改革とか、問題と

か、そういった言葉をどう捉えるかというこ

となんですが、あるいは課題なら課題という

言葉をどう捉えるかということなんですが、

教育長ももちろんごらんになってるかと思い

ますが、現在の教育に関する主な課題という

のが文部科学省のホームページを開くと出て

るんですけれど、いろんなことが書いてあり

ます。こういった中で本町も、問題という

か、改革というか、課題というかという言葉

は別としまして、いろんな、こういうふうに

もっとしていきたいという部分は当然おあり

になると思いますので、その点を十分もう一

度教育部局また教育委員会でお考えいただい

て、お仕事に邁進されるよう申しておいて、

きょうは、これはここでやめます。 

 その次です。 

 ５番目ですが、本町小中学校ではグローバ

ル化の推進に対応できる人材の育成の取り組

み、郷土愛を育むための取り組み、道徳教育

をどう推進しているかについてお尋ねしま

す。 

 教育は、まちづくりの根幹である。教育長

はよく「生きる力」を育てる教育をしたいと

言われていますが、その中で、現在ＩＣＴの

発達とグローバル化の進展に対応できる人材

の育成が必要であると私は考えております。

同時に、本町を愛する子供たちを増やしてい

くことも重要であると私は考えています。さ

らに、道徳心を子供たちに育む取り組みも必

要であると考えております。いわばアイデン

ティティーをしっかり持った太子町民の育成

であります。このうちＩＣＴを活用した情報

教育の取り組みについては、福祉文教常任委

員会が今年度の課題調査に上げておられるこ

とに鑑み、これを除いて、以下について本町

小中学校での実践の様子と今後の取り組みを

お伺いします。ＩＣＴを活用した情報教育の

取り組みについては、福祉文教常任委員会の

今年度の調査に期待したいと思います。 

 (1)グローバル化の進展に対応できる人材

の育成の取り組みの現状は。 

 (2)郷土愛を育むための取り組みの現状

は。 

 (3)道徳を育むための取り組みの現状は。 

 (4)グローバル化の進展に対応できる人材

の育成の今後の取り組み予定は。 

 (5)郷土愛を育むための今後の取り組み予

定は。 

 (6)道徳を育むための今後の取り組みの予

定は。お尋ねします。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） ６点の御質問にお答

えしたいと思いますが、この中で御質問の内

容は、グローバル化と郷土愛、そして道徳と

いうふうに３つに分けられまして、その取り

組みの現状と今後の課題というふうに分けら

れた御質問の内容じゃなかろうかなと思いま

す。 

 まず、グローバル化の現状と今後の取り組

みについて答えさせていただきます。 

 グローバル化が進む社会において、子供た

ちが将来国際社会で活躍できるよう、語学力

やコミュニケーション能力を育むとともに、

みずから考え、意思を伝え、主体性や創造

性、責任感、チャレンジ精神を持って行動で

きる能力や態度を育成することに取り組んで

いるところでございます。 

 具体的に申しますと、１、英語を初めとす

る外国語活動を充実しています。発達段階に

応じて、外国語指導助手（ＡＬＴ）と連携

し、外国語を用いた触れ合いや対話、討論の

機会を充実し、異なる国や文化の人々と積極

的にコミュニケーションを図ろうとする態度

の育成に努めています。 

 ２番としまして、さまざまな場面での英語

活動の充実を図っています。学校教育はもち

ろんのこと、社会教育でも今年度より土曜チ

ャレンジ学習事業を実施する予定でございま

す。 
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 ２番としまして、郷土愛の取り組みの現

状、また今後の予定というふうな御質問に答

えさせていただきます。 

 国際社会で主体的に生きるために、自己が

よって立つ基盤となる伝統や文化についての

理解を含め、それらを尊重しながら、豊かな

文化の創造を図る態度を育てることが大切だ

と思っています。そのために、各教科や特別

活動において、地域と連携し、郷土の歴史や

伝統、文化に触れる機会を持つ取り組みを実

施しています。 

 具体的には、副読本「わたしたちの太子

町」を活用し、太子町の地理的環境や人々の

生活の変化などについて学習し、地域社会に

対する誇りや愛情を持ち、社会の一員として

の自覚を持つ基礎を養うよう指導するととも

に、今後は地域行事へ積極的参加に取り組み

たいと思っております。 

 道徳教育については、平成14年度から道徳

教育用教材の「心のノート」をもとに実施し

てまいりましたが、平成26年度から文部科学

省において道徳教育の一層の充実に資するよ

う「心のノート」が全面改訂され、「私たち

の道徳」が作成されました。この「私たちの

道徳」をもとに兵庫県教育委員会が作成した

道徳副読本「こころはばたく」、小学１年、

２年用です。「心きらめく」、小学校３、４

年生用でございます。「心ときめく」、小学

校５、６年生用でございます。「心かがや

く」、中学校用でございます──を活用し、

児童・生徒の発達段階に応じて、人権を尊重

する意欲や態度を培うことを目指す人権教育

と、生命、人格、人権の尊重や人間愛などが

根底を貫く人間尊重の精神や、生命に対する

畏敬の念、思いやりの心などの道徳性の育成

を目指す道徳教育との関連を図りながら学習

を行っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 最後に教育長が述べられた

「心のノート」を改訂した「私たちの道徳」

という教材、これ私もネットで検索できるの

で見てみましたけど、本当によくできた教材

だと思いましたが、ふとそのとき思ったんで

すけど、これにしても、ほかのものもなんで

すが、いいものができてるんですが、実際ど

のように活用されてるのかなという。つま

り、先生方が一生懸命やっておられないと今

言ってるんでなくて、子供たちが小学校なら

小学校でこういう教育を受けた、そして小学

校、中学校、高校、大学と行く中に、年とり

ますと、そこの教材に書いてある、いいこと

でないような行動をいろいろとる。今、教育

長は幼・小・中の担当であられますけど、そ

ういう実態をいろいろ見るんです。いいこと

書いてあるのになぜこんなことになるのかな

というふうに、本当によく私は最近感じま

す。 

 ちょっと１つお尋ねするんですが、こうい

ういいものを、先生方が一生懸命やっておら

れないと私言ってるんじゃないんですが、指

導案をつくって、その指導案をもとに授業を

お互い見合ったり、これをどの程度やってお

られるかとか、その授業を実際に見なくても

指導案をほかの先生方のを見れるのかとか、

そういったこと。初任研は、指導の教諭がつ

いてますから、新任教諭に対してやってきて

おりますし、県の教育委員会のほうでも、例

えば社のところに初任者を集めていろいろや

ってるのは存じてます。例えば授業の様子を

ビデオで撮って、そういうものを持ち寄って

初任者同士が研修したりとか、こういうのは

知っておるんですけれども、今の最近の状況

として。そうでなくて、前からおられる先生

方がこの指導案等をもとにほかの先生方のい

い面、指導されてる中でいい面をどのように

学習し合って、現場でされているか。されて

いないと言ってるんじゃないんですよ。それ

をなお一層やっていただきたいなという思い

で今申してるんですが。その辺、教育長、ど

のような現状になってますか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） どの学校も研究授業

というものがございまして、誰か、学校によ
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っては、何名するかは年間行事等で決めてい

くと思いますが、道徳教育もその中に入って

おります。学校によっては人数の差がありま

すので、学年で研修するとこもあれば、全校

で研修するとこもございます。もちろん指導

案を持って、その指導案の内容から、そして

授業に移り、その授業の経緯から、板書か

ら、とことん細かく研修し、次回の授業に生

かしていく工夫は毎年どの学期もやっとるわ

けでございます。そういうふうにして先生の

資質の向上を図るための工夫はやっていると

ころでございます。もし議員がよろしけれ

ば、オープンスクール、またはこの６月22日

にある──東中でございます──揖龍での人

権教育、そして秋にございます──西校区で

ございます──民推協の実践発表等々に御参

加していただきまして、その人権の取り組み

の成果を見ていただきましたらなあという思

いでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 大ざっぱな行事、取り組み

であったと思うんですが、何年もいる教員が

ほかの方の指導案等、実際の日ごろの授業の

中で、日常の教育活動の中でどの程度見てお

られるのかなということを聞いたつもりだっ

たんです。１年間に例えば５人ぐらいほかの

先生方のものを見て参考に、参考というて、

取り入れるところもあるでしょうし、ないか

もしれませんが、それを聞きたかったんで

す。 

 もう一点は、私、子供のときから思い出し

てみても、参観日のときの授業、先生がされ

る授業がふだんと違ってた記憶もあります

し、私恥ずかしいながら、自分が現場にいた

ときも、見られる授業とか、人前で、ほかの

人に見せるとなると、もしかしたらいい格好

してしまうかもしれないわけです、人間です

から。実際の教育活動はそういうことでなく

て、成功もあれば失敗もある中で日々子供と

接しているわけですから、その中で、よりよ

い、少しでもいい授業ができることが一番大

事だと思うんです。ですので、ちょっとしつ

こくて恐縮なんですけど、経験を積んだ先生

方がほかの先生方の指導案、どういうふうに

指導されてるかというのは、大体でいいんで

すけど、１年間、複数回以上は見られるよう

な状況で現場は取り組んでおられるんです

か。それをちょっと確認させてください。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 多分、本人が授業す

るのは１回だと思いますが、そのほか、他の

先生方の授業を見て、自分の授業に生かして

いくというのは数回あると思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 それでは、先ほど教育長が

いろいろお答えいただいた分、なお一層深め

ていただいて、きょうお尋ねした３点の事柄

が一層進化したものとなるよう本町の教育が

なることを期待しておりますので、よろしく

お願いします。 

 最後、６点目に行きますが、予算が限られ

た中、町は町民の協力を得ながら行政を進め

る必要がありますが、そのあり方をどう考え

ているかについてお尋ねをいたします。 

 予算が限られた中で行政を執行していかな

ければならない時代にあって、国や県自体が

これまでのような予算の使い方ではなくなっ

てきている面があると考えます。 

 また、国や県に事業に該当する予算があっ

ても、町負担分の捻出に市町村も頭をひねら

せる必要があることも多いと思います。本町

でも住民の皆様に協力をいただきながら行政

を執行していくこと、どのような面で協力し

てもらうように進めるかが今後の重要な課題

になってきてると私は考えます。 

 はやりの言葉で言えば協働でありますが、

わかりやすく町民にどういう点はやってもら

えたらと町は考えているか。そのためにどう

進めたいと考えているか、町の考え方を問い

ます。 

 (1)現在、町と町民が一緒に事業を分担し

て行っている事業の内容は。 
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 (2)今後、町民にも事業分担してやっても

らいたい事業の内容は。 

 (3)町がこの問題を進めるに当たって町議

会議員に期待することがありましたらお尋ね

します。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（堀 恭一） それでは、お答え

申し上げます。 

 まず、１点目の町と町民が一緒に事業を分

担している事業についてですけれども、７月

の河川清掃、また12月の全町クリーン作戦は

住民主体で実施していただいております。 

 また、従来から各自治会での水路清掃を実

施されています。 

 また、自治会での防犯パトロール、下校時

の子供の見守り活動等でも防犯、交通安全の

分野で協働していただいております。 

 ボランティア活動としましても、子育てボ

ランティア、学校支援ボランティア、学習支

援ボランティア、イベントボランティアと多

くの事業に協力、支援をいただいておりま

す。 

 ２点目でございますけども、今後事業分担

としてやってもらいたい事業の内容はという

ことでございますけれども、自分たちででき

ることから解決また改善していこうと率先し

て行動する住民が近年増えております。福祉

や環境保護、青少年育成、まちづくりなど、

さまざまな分野で取り組みが進められていま

す。 

 行政が中心となって担うサービスは、公

平、平等の観点から画一的に行うことが基本

となります。地域の特性を背景とした、多様

化、複雑化する住民のニーズに対応するため

には、自治会を中心とする地域コミュニティ

ーへの期待が高まっており、地域社会のたく

さんの担い手がさまざまな場面で協働してい

ただくことが必要かと考えております。 

 行政としましては、具体的には、都市計画

道路、都市公園の草花の植栽、植え込みや新

庁舎敷地内における草花の植栽については協

働できないものか検討していきたいと考えて

おります。 

 ボランティア活動として、あるいは役割分

担を明記して、合意書締結によるアダプトプ

ログラムによって等の手法も今後検討してい

きたいと考えております。 

 また、防犯パトロール、子供の見守りは、

地域の住民と協働で、さらに強化していきた

いと考えております。 

 ３点目の議員さんにやってもらいたいこと

は、まことに恐縮なことでございますけれど

も、地域での交流を今以上に進められ、行政

と両輪になって事業内容や手法をＰＲしてい

ただきたい、また住民とともに、まさに協働

していただけたらなということを考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 例えば道端、道路に即した

ところに花壇、花壇といいますか、花を植え

れる場所があって、それを地元の人たちにや

ってもらえたらというような考えは、もう数

年前から当議会の経済建設常任委員会の中で

そういうようなことも聞いたように記憶して

おりますが、全くなされていないとは言いま

せんが、なかなか現実に進んでないかなとい

うふうに思うこともあります。数年前ですけ

ど、姫路市のある場所で地元の方がそういう

ふうに道路の端でされてたことがあって、ち

ょっとお話をさせていただいたことあるんで

すが、材料を提供していただいて、あれ姫路

市でなくて県とおっしゃったような記憶もし

てるんですが、間違ってたらちょっとそれど

ちらかはっきり、県か国、市か国か、ちょっ

と記憶は定かでないんですが、既に過去から

やっておられるところもありますが、本町は

ちょっとその辺が遅いのかどうなのか。少な

くとも、まだなされてない面、部分もあるな

というふうに感じてるんです。実際これは地

元の方々が、よっしゃ、やりますというふう

に言ってくださらないと、幾ら町側としても

やりたいと思っていても実際なかなか進めら

れないことだろうとは思うんですけども。
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今、部長から、そういう議員たちに求める、

期待することはということをお聞きしまし

て、やれる分については御協力はもちろんさ

せていただくつもりでおりますが、なかなか

これ実際問題自治会さんに理解をしてもらう

ように持っていくことが非常に難しいのでは

ないかと。従来からでいいますと、自治会か

ら要望が出たこと、あるいは議員なら議員は

住民の皆様からの御要望をいかに町に言って

実現していくか。で、それができる議員が例

えばいい議員だとか、あるいはそれが少しで

もできる自治会の役員さんが例えばいい自治

会の役員さんだとか、そういうふうなニュア

ンスで住民も言われる方もいらっしゃった

し、最近でもいらっしゃいます。あることを

私住民から頼まれたときに、そういう、どこ

がどうのこうのとかは言いませんが、ありま

した。なので、住民の方々にそれをどのよう

に理解していただけるように持っていくかと

いうことは重要なことだと私は思っておりま

す。これは難しいことなんですが、そういう

ことも一緒に行政側も、また議員もやれてい

ったらなあというふうに私も思っております

ので、今後ともいろいろと御協力できたら、

また、そちらもしていただけたらと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 終わります。 

○議長（橋本恭子） 以上で服部千秋議員の

一般質問は終わりました。 

 次に、井村淳子議員。 

○井村淳子議員 失礼いたします。休憩をと

られるのかなと思っておりましたが、だんだ

ん話が長くなってきて皆さんちょっとだれて

おられるなという、私自身がそうでしたの

で、しっかりとやっていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本恭子） ちょっと暫時休憩しま

す。 

   （休憩 午後２時31分） 

   （再開 午後２時31分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一応、続けてください。 

○井村淳子議員 それでは、13番公明党井村

淳子でございます。通告に従いまして質問を

させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 まず１つ目、ひとり親家庭への寡婦控除の

みなし適用についてでございます。 

 平成25年９月４日、最高裁大法廷は、結婚

していない男女間に生まれた子の遺産相続の

とり分を結婚した男女の子の半分とする民法

の規定について、法のもとの平等を保障した

憲法に違反するとの判決を出しました。 

 国では、最高裁の判決を受けて、同年12月

５日、参議院本会議で、結婚していない男女

間の子、婚外子の遺産相続分を、法律上の夫

婦の子、嫡出子の半分とする規定を削除する

改正民法が可決されました。 

 同様に、結婚歴の有無により適否を決める

寡婦控除についても制度改正を求める声が高

まっています。寡婦控除とは、子供がいる家

庭で、配偶者と死別や離婚した後に再婚して

いない人が税法上の所得控除を受けられる制

度でございます。 

 所得が下がりますと、保育所や幼稚園の入

園料や公営住宅の家賃が安くなります。しか

し、あくまでも一度結婚をしていたことが条

件となっています。つまり、所得税法は結婚

歴のないひとり親を寡婦控除の対象とせず、

税金に加えて、保育料や家賃の負担も重くな

っております。自治体では税制改革はできま

せんが、保育料などに寡婦控除をみなし適用

して減額することはできます。 

 そこで、４点質問をいたします。 

 １、太子町における児童扶養手当の受給者

数、またそのうち未婚の母子及び父子家庭の

数と生活の現状についての説明を求めます。 

 ２、統計上、母子家庭は一般家庭と比較す

ると低収入です。その母子家庭の中でも未婚

の母の家庭はさらに際立って低収入であると

いう厳しい現実があります。にもかかわら

ず、結婚歴のないひとり親に寡婦控除が適用

されないことは、経済的弱者にさらなる負担
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を強いるものと言わざるを得ません。なぜな

ら、寡婦控除は、所得税を計算する際に、所

得から27万円、特定の寡婦に該当する人は

35万円が、住民税は26万円、特定寡婦で30万

円差し引かれ、この控除後の所得を保育料な

どの算定基準にしているからです。そこで、

結婚歴の有無で税、保育料の負担額は母子家

庭の就労収入ケースでどれぐらい違うか説明

を求めます。 

 ３、赤穂市では平成26年４月から、保育

所、幼稚園の保育料、私立幼稚園就園奨励費

補助金、幼稚園預かり保育料、アフタースク

ール子ども育成事業、市営住宅家賃、母子生

活支援施設入所運営費、子育て家庭ショート

ステイ事業、母子家庭高等技能訓練促進費、

就業援助の10事業にみなし適用しておりま

す。県内でも最も手厚い対応と言われており

ます。そこで、太子町として、みなし適用が

考えられる事業は何かについてお聞きしたい

と思います。 

 ４番目、諸事情で未婚のひとり親家庭にな

った方に対して、全国では保育料や公営住宅

の家賃を結婚歴のあるひとり親家庭並みに安

くする自治体が増えてきております。料金の

基準となる所得を算出する際、未婚のひとり

親家庭には制度上適用されない寡婦控除をみ

なし適用することを太子町も導入すべきと考

えますが、いかがでしょうか。答弁をよろし

くお願いいたします。ゆっくりとお願いいた

します。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） それでは、ま

ず１点目からお答えいたします。 

 太子町における児童扶養手当の受給者数

は、５月27日現在252名でございます。その

うち未婚の母子・父子家庭は14世帯で、内訳

としまして全てが母子家庭でございます。 

 そして、生活の状況についてということで

ございますが、ひとり親世帯となられた方の

多くが不安定な就業環境の中、仕事と子育て

の両立を目指し、余裕のある自立した生活が

できるよう日々励まれているのが現状かと思

われます。 

 次に、２点目でございます。 

 結婚歴の有無で税、保育料はどう変わるの

かとのお尋ねでございますが、仮に年収

200万円、社会保険料16万円、３歳の子供１

人の扶養者であると仮定いたしますと、結婚

歴のある方では所得税１万6,500円、住民税

ゼロ、毎月の保育所保育料は１万2,400円と

なります。また、結婚歴なしの方では、所得

税３万4,000円、住民税７万6,300円、毎月の

保育料は２万1,500円となり、結婚歴の有無

により毎月の保険料の差は9,100円で、年間

では10万9,200円の差となります。 

 しかし、本町では結婚歴に関係なく、ひと

り親世帯の場合は減免措置制度がございまし

て、現在の未婚の母子家庭14世帯のうち３名

の園児が保育所に通所されておられますが、

いずれの方も保育料は減免によりゼロとなっ

ております。 

 次に、３点目でございます。 

 本町において寡婦控除のみなし適用が可能

と思われる事業でございますが、３事業ござ

います。まず、保育所保育料、町営住宅家

賃、子育て家庭ショートステイ事業の利用者

の負担金でございます。この３事業でござい

ます。 

 ４番目でございます。 

 本町での寡婦控除のみなし適用の導入につ

きましては、本来は国が所得税法、地方税法

の寡婦控除に関する規定を改正し、全てのひ

とり親に公平に適用されるよう、国全体で検

討されることが望ましいと考えます。 

 現在、本町で寡婦控除のみなし適用を導入

した場合、該当する３事業ともその影響を受

ける対象者はおられないことや、近隣市町の

動向や課題につきましても調査検討を行い、

その結果を踏まえて本町での対応を総合的に

判断したいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今、答弁いただきまして、

太子町の今の母子家庭、父子家庭の現状を知
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ることができました。 

 現在、その母子家庭のうちの３名が保育料

の関係では減免措置がされているということ

でございますが、先ほどの赤穂市さんでの

10事業で太子町で考えられることはというこ

とで、太子町では、まさにその保育料、それ

から町営住宅、数は太子町は大変少ないので

あれですけれども、子育てのショートステイ

の事業、この３つが該当するということです

が、今現在は対象者がいないということで、

この状況もわかりました。 

 しかしながら、今後こういうひとり親家庭

で、保育料については今現在減免措置をされ

てるんですけれども、ほかのこの２事業につ

いて該当する方がこれから出てくる可能性も

高いわけですから、総合的に検討すると言わ

れておりますが、私はいろいろこの最高裁の

判決を見た中から、本当に人権的なものか

ら、また子供のそういう貧困状態を守ってい

くというんか救っていくという観点から、そ

の門戸はすぐにでも広げておかなくてはなら

ないのではないかなあと考えますが、総合的

にこれから検討したいということについての

もう少し詳しい意味をお願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 寡婦控除のみ

なし適用につきましては、当然子供は親を選

ぶことはできません。当然、親の婚姻の有無

によらず、子供は平等に取り扱われるべきで

あるという考え方、これは理解はできます。 

 ただ、こういうふうな観点からで導入して

いる自治体が実際あるわけでございますが、

本来は、何度も申し上げますが、自治体ごと

で個々に対応するべきものではなくて、所管

省庁の判断のもとで国が対応すべきものであ

るということは考えております。 

 ただ、国において、この税制改正がなされ

るまでの間の取り扱いにつきましては、先ほ

ども言いましたように、他市町の状況も含め

まして検討する必要があるというふうに考え

ております。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 再確認ですけれども、もし

こういう方が出られた場合には臨機応変に対

応していただけるということで理解させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） その臨機応変

ということは、当然導入するとすれば正式な

手続をとっての導入ということになろうかと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 やっぱり法律が整わないと

しないということですね。わかりました。 

 本当に最近、こういう婚姻歴があろうとな

かろうと、子育てをする苦労はみんな同じだ

と私は思うんです。近隣でも余り数がないと

いうことで、上郡のほうにも女性議員がおり

ますので尋ねてみましたら、１人の対象者は

いるんだけれども、やっぱり親と暮らしてい

るので、そういう面からはこういう寡婦控除

の対象というところには入っていかないとい

うことも聞きました。多分、太子町でもなか

なかひとり親で育てるというのは厳しいか

ら、そういうふうな状況になるのかなと思い

ます。 

 法律が先でないとなかなか太子町ではみな

し適用することはできないという見解をお聞

きしましたので、それ以上の答弁はもう求め

ませんけれども、本当に法律の改正は国の仕

事で、町の立場としては、私はもう現状に鑑

みて何かできることはないかなと考えたとき

に、みなし適用をするべきであると思い、今

回一般質問をさせていただきました。 

 先ほども部長が言われたように、子供は親

を選べません。子供は育つ環境、特に経済的

な要因によってその将来が左右をされること

があってはならないと思います。社会全体で

子供たちの健やかな育ちを支援することが重

要だと思いまして、今回この質問を投げかけ

てみました。 

 みなし適用したとしても、対象者はごくわ

ずかでありますので、財政的には全然、そん
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なに負担はないものと考えますけれども、次

にそのような立場になった方のために門戸を

開いていただきたいという思いではありまし

たけれども、当局の言われる、法が整備され

ない限り厳しいということもわかりますの

で、今回は当局の考え方をはっきりとお聞き

したということで、この質問については終わ

りとさせていただきます。 

 それでは、２番目に入ります。 

○議長（橋本恭子） ここで休憩します。 

○井村淳子議員 休憩ですか。 

○議長（橋本恭子） 暫時休憩します。 

   （休憩 午後２時45分） 

   （再開 午後２時57分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行します。 

 井村淳子議員、お願いします。 

○井村淳子議員 それでは、リフレッシュで

きたところで２番目に入ります。 

 健康長寿及び医療費削減の取り組みについ

て。 

 病気やけがの治療に医療機関に支払われた

国の医療費の総額は、2012年度40.6兆円であ

り、2015年には45.7兆円となります。12年後

の2025年度には約1.5倍の61兆円を超えると

の推計がなされています。 

 医療費は、急速な高齢化や医療の高度化に

よって今後も増え続けます。これに伴い、保

険料、公費、自己負担も増える見込みであり

ます。この状況を少しでも抑制、改善してい

くためには、町民の皆様が健康で長生きして

いただくことが不可欠です。 

 2013年から新しい健康日本21（第２次）が

発表されました。新たに認知を広げようとし

ているのがロコモティブシンドローム、いわ

ゆるロコモと呼ばれております。筋肉や骨、

関節などの運動器の障害により筋力の低下や

骨がもろくなるなど、要介護になるリスクが

高まる状態をいい、50歳を過ぎると７割の方

に骨や関節、筋肉、動きを伝える神経などが

衰えて、立つ、歩くといった動作が困難にな

ってくるので、正しい知識を持って早期に予

防することが大切です。 

 そこで、３点質問いたします。 

 １つ、介護を受けたり病気で寝たきりにな

ったりせず、自立して健康に生活できる期間

とされている健康寿命を延ばすため、ロコモ

ティブシンドロームの認知度を高めることの

必要性と町の取り組みについてお伺いをいた

します。 

 ２点目、健康マイレージ事業による日々の

健康づくりの推進についてでございます。 

 健康マイレージとは、住民の健康増進を図

るため、日ごろの健康づくりやウォーキング

など、生活習慣改善の実践や健康教室への参

加、各種健康診査の受診など、健康づくりへ

の取り組みを楽しみながらポイント化し、そ

のポイントを商品やがん検診、特定健診等の

無料券に交換したり、市内の幼稚園や小・中

学校などにそのポイント分を寄附するなど、

健康づくりへの積極的な参加を誘導する仕組

みでございます。 

 例を挙げますと、静岡県袋井市を紹介いた

します。ラジオ体操カード感覚で使用できる

「すまいるカード」を発行し、実行した健康

づくり活動をポイント換算し、公共施設利用

券と交換したり、１ポイントを10円として、

市内の小・中学校へ寄附できる制度としてお

ります。また、各自治会から男女１名ずつ、

健康づくりの推進員を選出し、地域での健康

づくりの中心となるとともに、この健康マイ

レージ事業のＰＲに努められているそうで

す。 

 ほかにも最近ではこの健康マイレージ事業

が広がってきておりまして、実施方法はその

地域地域で多種多様でございますが、この制

度を導入する自治体が全国に広がってきてい

ます。本町でもぜひとも導入の検討を進めて

いただきたいと提案するものでありますが、

見解をお伺いいたします。 

 それから３点目、胃がん検診のあり方につ

いては、平成24年９月にも同僚の中島議員の

ほうから質問しておりますが、再度質問をさ
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せていただきます。 

 そのときにも、がんの中で胃がんが最も多

く、国がピロリ菌を胃がんの発がん因子であ

ると認めたことから、早急にピロリ菌検診を

取り入れるべきであり、胃カメラ検診にかわ

って、血液検査による胃がんリスク検診、Ａ

ＢＣ検診に方向転換してはどうかとの提案を

させていただきましたが、当局の当時の答弁

は、メリット、デメリットを精査し、検討し

ていきたいとのことでありました。 

 あれから１年と９カ月ほどがたちました

が、全国や兵庫県下でも導入するところも増

えてきておりますが、導入自治体の状況の調

査や、たつの市・揖保郡医師会との意見交換

等はされたのでしょうか。 

 また、胃がん検診にピロリ菌の検診、除菌

を推進するＡＢＣリスク検診の血液検査の取

り組みについて、今現在の当局の考え方をお

聞きします。答弁をよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） それではまず

１点目、ロコモティブシンドロームについて

お答えをいたします。 

 ロコモティブシンドロームは通称ロコモと

呼ばれ、日本整形外科学会が平成19年に提唱

し、骨、関節や筋肉などの運動器が衰え、歩

行や日常生活に支障が出て、要介護状態にな

ることでありまして、日本語では運動器症候

群と呼ばれています。 

 超高齢社会を迎え、加齢により運動器に障

害が出て、ロコモになる危険性が高い高齢者

が今後もますます増えていくのではと考えて

おります。 

 ロコモの主な原因としては、骨粗鬆による

骨折、変形性関節症や関節炎による下肢の関

節機能障害などであり、本町では骨粗鬆予防

のために、健康運動指導士の実技指導及び栄

養士による栄養指導などを内容とした、きら

り健康教室を実施しており、昨年度は延べ

345人の方が参加されております。 

 また、介護予防事業では、高齢者の方を対

象に、介護予防や転倒防止、運動習慣に取り

組む動機づけ支援を目的とする運動機能向上

プログラムを実施し、その都度ロコモの啓発

も行ってまいりました。 

 しかし、昨年、ロコモティブシンドローム

に関する特集を「広報たいし」９月号で掲載

いたしましたが、現在も住民の理解と認知度

は十分とは言えず、今後もその病態や予防の

重要性について効果的な普及啓発に努めてま

いりたいと考えております。 

 続いて２点目、健康マイレージでございま

す。 

 健康マイレージ事業は、日ごろの健康づく

りや生活習慣改善の実践、健康教室への参

加、健康診査の受診など、健康づくりへの取

り組みをポイント化し、ポイントがたまると

健康グッズなどの記念品等を贈呈するなどし

て、成人者に対する健診受診率の向上や健康

づくりの積極的な参加を誘導する仕組みのこ

とと承知しております。 

 近隣では神河町が健康づくりポイント事業

として、平成24年度から平成26年12月まで試

行的に実施されており、各種検診の受診や健

康講座等に参加された際にポイントを取得

し、ためたポイント数に応じて景品交換がで

きる制度でございます。 

 今回、御提案のマイレージ制につきまして

は、住民が健康への関心を持つ方法として一

つのきっかけになると考えますが、取り組み

の目的がポイントを集め物品等が得られるこ

とだけになることも危惧されますので、町で

取り組むには十分な課題調査が必要と考えて

おります。今後、先進市町の取り組みから、

その効果なども踏まえ、研究してまいりま

す。 

 ３点目、ピロリ菌の検診、除菌の推進でご

ざいます。 

 現在、町が実施しております胃がん検診は

健康増進法に基づき実施しておりますが、検

査方法につきましては、厚生労働省が策定い

たしました、がん検診実施のための指針に沿

って、問診及び胃部エックス線検査で実施し
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ております。 

 ピロリ菌ＡＢＣリスク検査は、胃がんの発

生に深くかかわっているピロリ菌の感染の有

無と胃粘膜萎縮の程度を測定することによっ

て、胃がんになりやすい状態かどうかを判断

する検査で、胃がんを早期発見するための検

査ではないと承知しております。 

 胃がんのリスク低下につながるピロリ菌検

査につきましては、国のあり方検討会におき

まして、その有用性、安全性、コストなどの

面から、今後の胃がん検診への導入可能性に

ついて検討を進めることとされております。 

 本町といたしましては、こうした国、県の

動向を見きわめながら、必要な対応を図って

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 まず１点目についてであり

ますが、いろいろとロコモティブシンドロー

ムに関して、そういう介護予防的なことも町

でされていることは存じ上げております。先

日も私の自治会では、きらり健康教室への回

覧が回っておりました。しかしながら、なか

なか参加される方が特定をされて、多くの方

に参加していただくというか、このロコモに

関する、毎日続けられる、ラジオ体操とか、

健康体操とか、そういうのが身近なところで

できる体制がないと、こういうきらり健康教

室に行ける方はまた対象が特定健診の検査に

て生活習慣の改善が必要と判定された方と書

いてありますので、私も参加したいなと思い

ましたが、対象者ではないなと思いました。

そういうことから、全住民というか、小さい

子供から年配の方まで気軽に、このロコモテ

ィブシンドロームの意義を踏まえながら、さ

まざまな形で健康長寿のための仕組みをつく

っていかなければならないと考える次第でご

ざいます。 

 先ほどもこの取り組みについての中で効果

的な啓発をしていきたいということでありま

したが、今時点でこれに関する効果的なそう

いう啓発方法とかを考えられていることがあ

りましたらお知らせをしていただきたいと思

います。 

 それと、健康寿命と平均寿命ということで

最近言われますが、平成22年度の国の調査で

は、平均寿命が男79.5歳、女86.3歳、そして

健康寿命は男が70.42歳、女が73.62歳という

結果が出ておりました。太子町においては一

体この健康寿命というものを出しておられる

のかなということがちょっと疑問になりまし

たので、そういうのが出ておりましたら、そ

の点についても教えていただきたいと思いま

す。 

 ちなみに、この健康寿命の日本一と言われ

るところは静岡県でございました。静岡県は

このロコモティブシンドローム、健康21の運

動を県を挙げてされております。平成19年か

ら取り組まれて、先ほどの袋井市もそうでし

たけれども、約８年が経過をし、この健康ポ

イント制度、健康マイレージ制度が定着して

いく中で、本当に自分で目標を決めて、小さ

い子供だったら、野菜を食べたらポイントが

１、それから毎日ラジオ体操をしている方に

ついては、またポイント２とか、それぞれ自

分が掲げた目標に対して、できればポイント

をつけていく、いわゆる自己申告制でござい

ますが、これがまさに定着してきているとい

うことから、住民全体の健康意識が高まって

きているということをこの袋井市の議員さん

のほうからお聞きしました。 

 確かに、行政がリードしてやっていくのは

大変かもしれませんけれども、旗を振る人が

いないとなかなか定着しないのではないかな

あと思いました。前にも、この議会でした

か、委員会でしたか、忘れましたけれども、

ラジオ体操とかをそれぞれの自治会の公民館

で自主的にやっていくことが広まっていった

ら、それがみんなのそういう健康意識を高め

て、健康的な生活をしていけるきっかけにな

るからということの話を聞きましたけれど

も、しかし、それだけでは、最初は盛り上が

ったとしても、後々続かないのではないかな

と思います。 
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 私も、袋井市を初め、この健康マイレージ

事業やってるところを見てみました。今、部

長のほうからは、神河町が試行的に24年から

始めて、２年間の期間を設けてしだしたとい

うことを聞きました。豊岡市でも既に健康ポ

イント制度として取り組まれております。佐

賀県鳥栖市でも、その市自体が健康都市宣言

をまず行って、それに向けて市民が一丸とな

って、この健康マイレージでポイントをため

ながら健康意識を高めていこうという運動が

やはり定着してきているということをお聞き

しまして、なかなか１年や２年では結果が出

ないかもしれないけれども、行政が旗を振り

ながら自治会のリーダーの数を増やしてい

く、こういう健康体操ができるとか、ラジオ

体操ができるとか、そういう伝道者を町のあ

ちこちにつくって伝導していくという、こう

いうような体制が全町民を引っ張っていくの

ではないかと考えます。 

 この健康マイレージ事業をいろいろと調べ

るうちに、やっぱりきっかけづくりが大切や

な。先ほど、ポイントをためるだけに終わっ

てしまうのではないかという危惧もされてお

りましたが、それぞれの市町では、まず社会

貢献を上げておられました。人の役に立つ。

というのは、自分がためたポイントで学校と

か園に寄附をしながら、それで打楽器を買っ

たとか、何かそういう学校で必要な物を買っ

たとかという、そういうことが励みになっ

て、社会貢献も含めて、生きがいとなって、

この健康マイレージ事業が定着しているとい

うことをお聞きしました。 

 今、神河町が試行的にしているということ

でありましたが、ほかにも当局で調べられた

ところとかはございますでしょうか。ちょっ

と話しながら何点か言いましたけれども、よ

ろしくお願いします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） まず、ロコモ

のほうからお答えいたします。 

 これからの効果的な普及啓発について具体

的にどのように考えているかという御質問で

したが、現在これを担当しておりますさわや

か健康課、こちらのほうは今健康に関する出

前講座で毎年三十数回出ております。当然、

この出前講座の中で、これからも積極的にロ

コモをＰＲしていきたいと。それとあと、老

人会、婦人会よりの講演依頼も非常に多くご

ざいまして、これもほとんど健康に関するも

のでございます。こういうふうな場を使っ

て、とにかく認知度を上げるという、そうい

うふうなことにまずは努めてまいりたいとい

うふうには考えております。 

 次に、健康寿命でございます。 

   （井村淳子議員「はい」の声あり） 

 健康寿命とは、健康上の問題がない状態で

日常生活を送れる期間のことを健康寿命と一

般的に言ってます。ですから、平均寿命と当

然差があるわけでして、今議員がおっしゃっ

たように、大体今女性86歳、男は79歳という

平均寿命あるんですけども、大体女性はここ

からマイナス12年、男性が大体ここからマイ

ナス９年。ですから、男性ですと70歳でしょ

うか。女性で74歳ぐらいが健康寿命と言われ

てる数字でございまして、当然誰もが最後ま

で健康で生き生きとした生活を送りたいとい

うのは願いでございますので、とにかくこの

健康寿命というのをまさに延ばしていくとい

う、これもまさに認知度が低い言葉でござい

ます。これも含めてＰＲのほうをしたいと思

います。 

 ただ、本町での健康寿命の数字というのは

残念ながら持っておりません。 

 次に、健康マイレージでございますが、こ

れは私もちょっといろいろ御質問いただいて

から全国をあちこち見ました。確かに静岡県

は県を挙げてマイレージ事業これ取り組んで

おりまして、やはり一番普及率が高いのは静

岡かなというふうな印象受けました。県内で

は豊岡さんは恐らく本格実施はされてると思

います。あと、朝来さんとか、かなり北のほ

うが兵庫県内では多いかなというふうな実感

はいたしております。 

 このマイレージにつきましても、住民一人
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一人主体的に健康づくりに取り組むというの

はこれ基本でございまして、それを地域、社

会全体で支援する仕組みづくりというのが必

要であるのは当然でございますが、住民の健

康意識を高めるということには、やはりあら

ゆる機会を通じて健康に関する情報の啓発、

発信、これらがまず必要でございまして、マ

イレージ制度は、そういう意味では、住民が

健康への関心を持つ方法としては、有効な手

段の一つというふうには十分に考えます。 

 ただ、この制度、全国的にも、ここ二、三

年ぐらいの間に急激に拡大してきた事業でご

ざいまして、まだまだ試行的に行われている

自治体も多くございます。今後、この他市町

の取り組みからその効果や課題が見えてくる

ものというふうに思いますので、それらを踏

まえて、今後できれば積極的に検討していき

たいというふうには考えます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今、いろいろ調査研究をし

ながら積極的にまた検討していきたいという

答弁をいただきましたので、何も言うことは

ありませんけれども、本当に時代は車社会

で、もうどんどん便利になってきます。運動

不足は私自身も皆さんも否めないのではない

でしょうか。そこに持ってきて、先ほども言

いましたけども、旗振り役がいないと、やっ

ぱりいつでもどこでももうすぐできるとい

う、この日常ながら運動を継続していくため

には常々啓発が必要です。もう何回も何回も

言われて、小さい子供ではありませんけれど

も、何回も何回も言わないと定着をしていき

ません。大人だってそうです。健康にいいこ

とはわかっているけれども、ついついすぐ車

で出てしまう、歩かない、今に至ってるとい

うような状況が続いておりますので、しっか

りと病気を予防するための生活習慣を身につ

けていくためにも、このマイレージの制度に

ついて研究していただいて、いつか太子町で

もできる日が来ることを願いまして、この質

問は終わります。 

 それと最後なんですけれども、胃がんの検

診のあり方でしたけれども、ほかのをちょっ

と筆記してまして、余り答弁が聞こえなかっ

たんですけども、やっぱり胃がんそのものを

撲滅する検査ではないから太子町ではまだで

きないというような答弁だったんでしょう

か。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） ピロリ菌の

件、ちょっと御答弁を忘れてまして申しわけ

ございません。 

 ピロリ菌につきましては、１年前に中島議

員のときでしたか、私がお答えしたという記

憶があります。その当時からやはり１年たち

まして、このピロリ菌検査の状況もかなり変

わっております。昨年からは保険診療、今ま

ででしたらかなり重度の所見がないとピロリ

菌検査は保険診療の対象ではなかったんです

が、最近ではちょっと軽い胃潰瘍等でもピロ

リ菌検査が保険診療の対象となってきており

ます。このように、国のほうも若干ピロリ菌

検査、特にピロリ菌、がん患者のうちの98％

でしたでしょうか、もうほとんどの方がピロ

リ菌に感染しているということでございま

す。 

 ちなみに、太子町のこともちょっと申し上

げますと、昨年290人の方、昨年１月から

12月までですが、290人の方が亡くなられて

おられまして、そのうちがんで亡くなられた

方が95名、33％、率でいうと大体平均的かな

というんですか、まだ若干ちょっと低いでし

ょうか。ただ、部位別でいきますと、一番多

いのは、太子町では肝臓がんが１番でござい

ます。そして、２番に肺がん、そして３番に

胃がんと大腸がんというような並びでござい

ます。 

 どちらにしましても、このＡＢＣピロリ菌

検査につきましては、近隣の姫路市が、がん

検診とは別に、ピロリ菌のリスク判定という

ふうな検査でもって今年から実施することに

なっております。ですから、ちょっと去年の

状況とはこの辺が変わってきておりまして、
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近隣でもそのように、胃がん検診ではなく

て、リスク判定というふうな形で実施すると

こが出てきたかなというふうな感じを持って

おりまして、この辺も参考にしながら今後検

討していきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 私も、この質問をするに当

たりまして、導入自治体の状況も調べてみま

した。明石では、25年４月からはエックス線

検査をなくして、血液検査による胃がんリス

ク検診のみをしておられます。これは先ほど

も言われましたように、胃の粘膜の収縮度の

度合いを調べるペプシノーゲンの検査と、慢

性萎縮性胃炎等の原因と考えられるピロリ菌

感染の有無を調べるという方法でございま

す。姫路市も全部はなくしておりません。２

本立てで、先ほども言われました。高砂市の

ほうにありましても、胃がんリスク検診のみ

をこの26年度からされているということをお

聞きしました。 

 だんだんと増えてきているということで、

その理由を調べてみました。各自治体がこの

ＡＢＣ検診を導入されている理由、私自身い

ろいろ調べる中で４点あるなあと思ったんで

すけども、それは胃がん検診を国が定めた指

針に基づいて、バリウムを飲んでのレントゲ

ン検査で実施しているが、やはり実施しづら

いと思われる方も多く、中島議員のほうから

もバリウムは飲みたくないと、私も飲みたく

ない、その後の便秘が大変つらいですので、

やっぱり受診、検診しづらいと言われる方も

多いから受診率が低いので、その導入をして

いる要因になったということが１つ。 

 それと、この血液検査、ＡＢＣ検診は、胃

がんになりやすいか、またはなる可能性が低

いかどうかを判定するもので、この検診方法

は住民にとっても受診しやすく、さらには行

政の経費的にも従来の検診方法より検診単価

を抑えることができるということがありまし

た。 

 ちなみに、姫路市のほうでお聞きしました

ら、バリウムとエックス線をする場合には、

全額負担するとしたら１万1,600円、ＡＢＣ

検診の血液検査でするならば6,700円という

単価に大きな違いができてるので、このＡＢ

Ｃ検診を取り入れて、若干住民の方から自己

負担をいただきながらすることで十分に採算

がとれるということもお聞きしました。 

 それから３つ目、検診の結果、ＡＢＣの血

液検査をされた結果、胃がんのリスクがある

方については、医療機関でさらにその検査と

しては内視鏡による精密検査を受診されるよ

うに勧め、一方リスクがないと判定された方

には、毎年の受診が必要でないことから、５

年後に再度胃がんリスク検診を受けていただ

くように案内をするとかという効率的な検診

ができるということでありました。 

 ４点目に、胃がんリスク検診においては、

ピロリ菌感染が確認された方について、内視

鏡による精密検査で慢性胃炎と判定された場

合は保険診療での除菌治療も可能となること

から、より多くの方が除菌しやすくなり、検

診の有効性も高まり、将来的な胃がんの減少

につながるというようなメリットがたくさん

あるので導入をしたというふうに私は理解し

ました。 

 なかなか、前回、24年のときには、有効性

は理解はできるけれども、国からの補助がな

いので財政的にはきついというような答弁も

あったかと思いますが、今言った４点の中で

導入されていることを鑑みますと、このＡＢ

Ｃの検査、エックス線も残しながら、姫路市

のようにオプション検査の位置づけとして太

子町も導入ができるんではないかなあと私は

思いますが、この点についていかがでしょう

か。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 先ほども申し

ましたように、胃がん検診はあくまでがん検

診ということで、当然もうこれは残しとく必

要はあろうかと思います。当然、近隣がやら

れているように、やはりリスク判定につきま
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しては、これは基本的には別枠で考えるんで

あれば行うことがいいんじゃないかなという

ふうに思います。ちなみに、姫路市さんもピ

ロリ菌とペプシノーゲン、これをセットにし

たような判定を行っておられる。ただ、がん

検診はがん検診でまた別枠で行っておられる

と。当然、これは本人の判断でもって受診す

るという、こういう制度はなかなかいいんじ

ゃないかなと私個人的には思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 それでは、ピロリ菌の除菌

治療がしやすい環境が整いつつある中でござ

いますので、胃がんの芽を摘む早期予防はさ

らに重要であると考えます。本町の胃がん検

診の受診率は、24年度21.9％と高くはありま

せん。国が目指している40％、50％という受

診率を向上するためには、また早期発見につ

なげていくためには、やはり胃がんリスク検

診をオプションだけでも導入するべきである

と申し上げまして次の質問に入らせていただ

きます。 

 それでは最後になりますが、がん教育につ

いてに移ります。 

 平成24年６月、平成24年度から平成28年度

までの５年間を対象とした新たながん対策推

進基本計画が閣議決定をされ、がん患者を含

む国民ががんを知り、がんと向き合い、がん

に負けることのない社会を目指すこととされ

ております。 

 そして、学校におけるがん教育について、

子供たちが健康と命の大切さを学び、みずか

らの健康を適切に管理し、がんに対する正し

い知識とがん患者に対する正しい認識を持つ

ように教育することを目標に掲げました。 

 国民の２人に１人ががんになると言われる

時代にあって、がん教育は、子供たちが自身

の健康の大切さを学ぶと同時に、病気の人に

対する偏見や差別をなくすための重要な機会

になり、がん予防や早期発見につながるとも

言われております。 

 現在の教育現場では、がんは保健体育の授

業で生活習慣病の予防や喫煙などの害を学ぶ

際にほかの病気と合わせて紹介される程度で

はないかなと聞いておりますが、そこで質問

をいたします。 

 １点目、学校現場におけるがん教育の現状

をお伺いします。 

 ２点目、先生への研修はどのようにされて

いるのでしょうか。この２点について答弁を

お願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） がん教育についてお

答えいたします。 

 先ほども出てましたように、がんだけを取

り上げて行ってるわけではございません。小

学校では生活習慣病の一例として、保健体育

の授業の中でがんに触れております。また、

中学校では、平成25年度には太子両中学校の

１年生を対象に行いました喫煙防止教室にあ

りまして、喫煙の健康に及ぼす影響について

指導する際にがんを取り上げております。 

 がんは日本人の３大死亡原因の第１位であ

りますが、生活習慣の改善で多くのがんが予

防できることがわかっております。また、が

ん検診受診率が低い原因の一つとしては、が

んに関する教育を受けていないことも上げら

れています。このため、学習を通して正しい

知識を身につけ、健康に生活するための意義

や命の大切さなどを学ぶことは大切なことで

あります。 

 文科省では、モデル校を選定し、平成26年

度から３年間で先進的授業や教員研修を実施

するとともに、今まさに学習指導要領の次期

改訂時にがんに関する記述を盛り込み、保健

の教科書の内容拡充を目指す方針を打ち出し

ております。 

 本町においても、実施に当たっては、国、

県の動向を見ながら検討し、保健体育や総合

的な学習の時間などの授業を柔軟に活用する

など、小・中学校におけるがん教育の推進に

努めてまいりたいと考えております。 

 また、教員の研修については、文科省が

26年度から３年間の教員研修に取り組むこと
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になっておりますので、その内容を調査研究

し、研修方法等を検討していきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 今、教育長から答弁いただ

きましたけれども、今年度からモデル授業

が、モデル的な、そういう先進的な取り組み

をモデル校と選ばれたところがやっていくと

いうことでございますが、このがん教育につ

いて新しい目標が、先ほども言いましたが、

出てきました。子供たちが健康と命の大切さ

を学び、みずからの健康を適切に管理し、が

んに対する正しい知識とがん患者に対する正

しい認識を持つように教育することとうたわ

れたことについて、今後太子町の小・中学校

の授業や先生の授業はどう変わっていくので

しょうか。今聞いている限りでは、やはり県

とか国の動向を見ながら３年間は今までどお

りにしようと思っておられるのかなあと今感

じたんですけども、この点はいかがでしょう

か。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 先ほどの生活福祉部

長の井手部長のほうからも出てましたよう

に、太子町はがんが33％の死亡率というふう

に聞こえましたんですが、全国的に見てもが

んは30％、ほぼがんに対する死亡率は変わら

ないと思います。 

 今も出ましたように、がんを予防するに

は、小学校の場合は、生活習慣を直していか

なければならない。食生活、そして「早寝早

起き朝ごはん」、リズムある生活習慣ががん

の予防であり、そしてがんに対する免疫とい

うものは体力をつけていかなきゃいけないと

いうようなこと。そして、がんについて、そ

れを研修または学ぶことによって、その自覚

がさらなる予防につながっていくものと思わ

れますので、その辺のところ、資料等々がこ

れから手元に参ってまいりますので、それを

教師が児童・生徒に授業で教えていくことに

よって子供たちが自覚していくものと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 １点お聞きしたいんですけ

ども、全国では既にがん教育について、文科

省が発表する以前に取り組まれているところ

もたくさんございますが、そういうところが

あるということの認識については教育長はど

のようにお考えでしょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 今も出てましたよう

に、がんについては、これから教科書に盛り

込んでこられます。自然として、その認識が

高くなってまいります。そういう意味で、が

んにこれといって絞るわけじゃないんですけ

れども、がんに対する認知度は本当に高くな

ってまいりますので、それに並行して、基本

的生活習慣を再度見直しながら、全ての病気

に対する予防も含めたがん教育を進めてまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 私も、このがん教育につい

て新たな方針が示されたということで、いろ

いろと調べてみました。もう既に、例を挙げ

ますと、全国の中学校でがんを教える「生き

るの教室」を行っておられる東京大学医学部

附属病院の放射線科の中川恵一准教授は、こ

の学校教育の中でも死ぬということを考え、

だから生きることが大切だという生死観的な

ものを子供たちに伝えられるチャンスである

ということで、がんを知るということによっ

て結果的に生き、そしていじめとか自殺とか

という問題にも影響を与えられるのではない

かということで、全国の中学校に出向いて、

この「生きるの教室」をしながら、がん教育

についての認識を子供たちにも話をしてきて

いるという事例がございました。 

 また、近くの明石のほうでは、明石の錦城

中学校というところで平成24年に、兵庫県立

がんセンターの当時の院長であられます西村

先生の講師で、この錦城中学校の全校生を対
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象に、がん教育が行われました。後日、生徒

たちからは、がんに関する正しい知識が学べ

たとたくさんの感想と質問が西村先生のもと

に届けられたとお聞きしております。 

 このように、がん教育にこういう専門家に

よる特別授業、またがんを克服された方の体

験発表を取り入れながら、子供たちに生の体

験、そういう専門家の先生から喫煙とがんの

関係性とかも話を聞きながら、そういう授業

を行っている小学校、中学校もあるわけです

から、こういう授業を私はぜひとも取り入れ

ていただきたいと思うんです。 

 今、保健体育の授業とかといいますと、先

生もそういう体験的なことが話せる先生と話

されない先生がいらっしゃると思います。ま

た、専門的な深い立場から手術のこととか、

がんになったらどうなるんだというような深

いところまで話ができる養護の先生とかも私

はそんなにいらっしゃらないかと思うんで

す。 

 ぜひとも専門家をこの太子町に呼んで、そ

ういう特別授業とかをしていただき、体験談

も子供たちに聞かせられたら、実際にそれが

もっと、そういう机上の勉強だけではなく

て、本当に体にすっと入るんではないかな。

また、家のほうに帰っても親御さんと、がん

という病気は怖いけれども克服ができるんだ

というような日常的な話もできるんではない

かと考えます。 

 そういう先進的なとこを見る中で、今話し

しましたけれども、こういう専門家を呼んで

特別授業とかをする、取り入れる考えはない

でしょうか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 専門家を呼んでとい

うよりも、教師が専門的知識を研修し、子供

に理解させていくと。井村議員さんが質問さ

れてたので私も調べてみましたら、各学校に

こういう漫画で、国立がん研究センターのほ

うで全２万3,000校の小学校に既に配られて

啓発をされておりました。そして、この中に

も書いてありますけれども、がんの６割は完

治すると。それが早期発見なればもっとその

数値は上がっていくというようなこと。 

 それから、先ほどもおっしゃっておりまし

たように、がん検診に行くということは、や

はり小さいときに学校で学んだ知識が行動と

して、がんの検診に足を向けるというふうに

変わっていくと思いますので、やはり早期の

学習というのは本当に貴重なもんで大事なも

んだと考えております。 

 そういう意味で、これから教師が率先して

研修等に参加し、保健体育等の授業で取り上

げ、そしてがんに対する偏見等をなくし、が

んと向き合い、治療を進めていくというよう

な指導に行きたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 当局のというんか、教育長

の考え方はわかりました。あくまでも先生が

研修をした中で、がん教育をやっていくとい

うことに私には聞こえました。 

 今、日本は世界一のがん大国であるにもか

かわらず、教育現場でがんについて学ぶ機会

が少ないということで、その結果、がんの予

防と早期発見が進まず、先進国の中で唯一が

んによる死亡率が上昇している現在でござい

ます。 

 先ほども言いましたけれども、がん教育に

ついては、国も全国の先進地で、がん治療の

第一人者の先生方が率先をされ、がん予防、

検診の重要性を教える、そういう時代に入っ

てきております。太子町におきましても、近

くには赤穂、また日赤、それぞれ拠点のがん

センターもございますし、兵庫県には県立が

んセンターもございます。 

 先ほども西村先生の話をしましたけれど

も、学校に限らず、子宮頸がんとか、その喫

煙との関係とか、私も講演を聞かせていただ

きましたが、本当に現場の先生でないとわか

らないような、そして最後には早期発見で早

期予防、また喫煙をするということの怖さ、

こういうことも改めて認識をさせていただい

た経緯があります。 
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 私としましては、太子町においてもそうい

うがんセンター、また地元医師会とも連携を

していただき、ぜひとも学校現場での質の高

い授業を何としても実現していただきたいと

申し上げまして一般質問を終わります。あり

がとうございました。 

○議長（橋本恭子） 以上で井村淳子議員の

一般質問は終わりました。 

   （服部千秋議員「議長、ちょっと休憩

お願いします」の声あり） 

 暫時休憩します。 

   （休憩 午後３時44分） 

   （再開 午後３時44分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次に、福井輝昭議員、一般質問席へお願い

します。 

○福井輝昭議員 ５番福井輝昭、最後の質問

者ということで、自分にこぴっとするんだよ

と言い聞かせて質問させていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

 太田、龍田両小学校の児童数について。 

 ５月１日現在の太子町の４小学校の児童数

は、斑鳩小学校445名、太田小学校1,083名、

石海小学校645名、龍田小学校144名で、太田

小学校と龍田小学校の児童数の差は939名、

7.5倍の開きがあります。その多くが市街化

調整区域である龍田小学校区に今後人口増に

伴う児童数の増加を期することは難しい。一

方、旧国道２号線が横断する太田小学校区

は、市街化区域での急速な宅地化が進み、児

童数が増加しております。ともに太子町の教

育行政にある。そうであるなら、両校の児童

はおおむね同じ教育環境のもとで教育を受け

ることが望ましいのではないだろうか。児童

数が多いと先生としても児童一人一人への対

応、目配り等制限的にならざるを得ないので

はないか。あるいは、児童が少ないと、子供

の成長にとって大切な切磋琢磨、もまれる、

多様な個性への対応といったことへの影響は

ないか。教育環境の大きく異なる太田、龍田

両小学校の児童は太子東中学校へ入学するこ

とになります。でき得る限り同様な教育環境

のもとで育まれ入学するほうが子供の中学生

活のスタートにふさわしいと考えます。 

 以下にお伺いいたします。 

 １、太田小学校と龍田小学校の児童数。ま

た、その差についてどのように考えておられ

ますか。 

 ２、両校の児童数を保護者はどのように考

えておるのか。 

 ３、児童数については、まちづくりと大き

くかかわっております。今、地域のあるべき

姿が問われておると思われます。いかがか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。大

規模校は太田でございますが、姫路市も含め

た西播磨の中でもトップだと認識しておりま

す。大規模小学校と小規模小学校の児童が同

じ中学校へ入学することについて、入学時に

は全く問題がないとは言い切れない部分があ

ると思っております。 

 しかし、大規模校には大規模校の、小規模

校には小規模校の長所、短所があり、中学校

において、それを補いながら学校運営を行っ

ております。入学当初は多少の戸惑いを覚え

る生徒もあるでしょうが、学校生活になれれ

ば解消するものと考えております。 

 保護者のほうですけども、保護者の意見を

具体的に確認しておりませんが、少人数ある

いは大人数の現状について賛否それぞれある

と思われます。 

 それから、今後のまちづくりについては、

御指摘の児童数も検討すべき重要な要素の一

つになると思われますが、そのほかにも産業

や伝統、地域の意識などという要素も踏まえ

て、あらゆる角度から相対的に検証し、町と

して決定されるものを考えております。今後

におきましても、そのような観点から必要に

応じて検討してまいりたいと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 以前からこのことはどなた



－89－ 

もお思いであったろうと思いますが、ここで

今御答弁ありましたが、地域、保護者の方に

は別段そういったことについてはお聞きして

いないということで、今後についてそういう

お考えはありませんでしょうか。保護者の

方、あるいは地域の方、そういった方々につ

いて、今の各小学校の現状について尋ねるな

り、アンケートなり、そういったことはお考

えにはありませんか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） この件につきまして

は、もう数十年前からこのような現象は続い

ております。別段、保護者の心づもりも、龍

田へ行けば150名前後、太田へ行けば1,000名

前後の学校であるという認識はもう定着して

いるものと思われております。そういう意味

で、子供の対応、または保護者の対応が安定

して、気持ちとして、その次の行動に移れる

段階に来てるんじゃなかろうかなと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 いや、申しわけない。お尋

ねするということは、今御返事の中で何かな

かったように思うんですが。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 親の不安は、そうい

う面で今のところ、龍田小学校が小規模校と

は思うてませんのですけども、中規模校また

は大規模校に対する親の不安は今のところ、

そういう面は自分で納得して入学または学校

生活を送っているものとしておりますので、

改めて親のほうに聞くというようなことはし

なくてもいいんじゃなかろうかなと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 教育長、申しわけないで

す。私どもは教育に関しては本当に教えてい

ただく立場ばっかりなんですが、新聞にこの

ように載ってることがありますもんで。文科

省はこのたび小規模校と言われる、統廃合、

そういったことを進めようと、新しい指針を

出すことになっております。この間、新聞に

載っております。ここに持っておりますが。

現行の指針では、各小・中学校は12から18が

標準クラスだと。とすれば、斑鳩小学校、石

海小学校はおおむねその範囲であるというこ

と。ただ、太田小学校はもうそれ以上なりま

すが、本当に龍田小学校におきましては各学

年１クラス。ということになれば、今の標準

12から18の半分以下というようなことになり

ます。これについて御感想いただけますか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 

○教育長（寺田寛文） 失礼いたします。下

見て暮らせという気持ちはございません。播

磨の国だけといいましても、ここから、太子

から西へ行けば統廃合をどんどん進めてい

き、既に上郡では小学校が７校から３校、佐

用では２校25年度は減り、今年も２校減る、

宍粟市も同じようなことが起こっている。と

いうようなことを考えてみれば、別に適正な

規模が12学級から18学級というような、適正

であるんでございますが、龍田小学校の

144名という児童数が、これで切磋琢磨、ま

たは群れて遊べないというような児童の数じ

ゃなくて、その数の中で最大の教育効果を探

っていくのが教師、学校現場の努めじゃなか

ろうかなと思っております。そういう惨めな

思いを、または保護者に不安な思いをさせて

いかないのも学校現場の校長含めた教師の責

務じゃないかなと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 この新聞で情報を私もいた

だいた部分なんですけども、その新指針の中

で、小規模校について、クラスがえができず

人間関係が固定化するというようなデメリッ

トも明示するようなことをこの新聞には掲載

してありますが、龍田小学校ではもう固定化

しております。それはデメリットであるとい

うふうなことをこの新聞では書いてあるんで

すけども、それについてどう思われますか。 

○議長（橋本恭子） 教育長。 
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○教育長（寺田寛文） デメリットは、やは

り固定化するのがデメリットでございます

が、メリットは、やはり集団生活の中で非常

に意思疎通ができるという、仲がいいという

ようなことがございます。ということは、も

う気持ちとして集団生活ができてるというよ

うなこと。ですから、太子東中に進学いたし

ましたら、龍田小学校の結束力が太子東中の

生徒指導にかかわってくるというようなメリ

ットがございます。いかに龍田小学校の和と

いうんですか、結束が強固であれば太子東中

の全体の生徒指導にまで及ぼしてくるとい

う。そういうことになれば、大きな広がりで

見れば、龍田小学校の子は仲間意識が非常に

強いという。それは社会に巣立っていって

も、それが必ずプラスに生きていくという。

長い目で見れば、メリットかデメリットかわ

からないという、そういう現状でございま

す。ですから、デメリットをメリットに変え

ていくという、それも一つ教育的な効果を促

していくのが指導方法じゃなかろうかなあと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 今、教育長のお話、全体と

しては、太田小学校あるいは龍田小学校、そ

れぞれについてはそれぞれの持ち味もあり、

地域の事情もあるという、それでよいかなと

思います。 

 私がずっとこれ質問させていただくにつき

ましては、この３番目の児童数についてのま

ちづくりと大きくかかわっている、このこと

なんですが、これは教育行政というよりはま

ちづくりということで、町の行政になろうか

と思います。 

 それについて一言申し上げたいんですが、

龍田地区は現に東西に都市計画道路斑鳩寺線

が走っております。そして、南北に丸山線か

ら続く県道西脇誉田線、これが通っておりま

す。そして、国道２号線、太子龍野バイパ

ス、それの太子北ランプがございます。私ら

が子供のころからやはり比べてみますと、本

当に大きく変わったイメージがあるんです。

今ではもうそういうようなことで太子町の北

の玄関口として車が本当に行き来しておりま

す。そして、そこには太子町の総合公園が今

整備中であります。そして、その向かいには

コンビニエンスストアもあり、車の便利に供

しておりますということで、そして各店舗も

見られます。そして、病院、そして医院も見

られますという。そういうような形のところ

が依然として市街化調整区域が多くを占めて

おるという。 

 その現状についてお尋ねするわけなんです

けども、結局その総合公園の周囲というのは

非常に可能性を秘めたところだと思います。

現在でもたくさんの方がスポーツをしに来

る、あるいはレクリエーションを楽しみに来

るという、そういうこれから本当にこの周囲

は、総合公園の周囲は発展していく可能性が

物すごい強いと、そういう地域というふうに

考えております。そして、その可能性を形に

するのは地域の力。地域の力って何だといっ

たら、やはり居住する方が多くなる、そうい

うような形で地域の力は大きくなっていくん

じゃないかなと思うわけなんですが。そし

て、その地域において新たに子供さんがまた

多くなれば当然児童数も増えてくるという、

そういうふうにしてさらに発展していく、そ

ういうふうに考えるわけですが、現在政府も

地域の活性化については非常にさまざまな形

で取り組んでおります。 

 ここでお聞きしたいことは、龍田地域の市

街化調整区域の一部あるいは一定の市街化調

整区域の緩和、これについてお尋ねしたいな

と思っております。このことは結局太田地区

の急速な宅地化の緩和につながってくるよう

にも考えられます。ひいては当然児童数につ

いても影響してくる、そういうふうに考えて

おるものでございます。これについて、まち

づくりのほうから御答弁いただきたいなと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（橋本恭子） ここで暫時休憩しま

す。 
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   （休憩 午後４時00分） 

   （再開 午後４時00分） 

○議長（橋本恭子） それでは、休憩前に引

き続き会議を開きます。 

 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 線引きの絡みでは過

去にも議員各位からといいますか、私が覚え

てるのは、たしか服部議員も質疑があったと

思うんですけど、現在の太子町の市街化調整

区域の中で市街化区域を占める割合というの

は、他市町に比べると割と率的には高いんで

す。市街化区域の中で、まだ田んぼのままと

いいますか、完全な宅地化になってない状況

ももちろんございます。変な話ですけど、や

はり先ほど言いましたように、太子町の中で

の市街化区域の占める割合というのは町レベ

ルでは割と高いとこにあって、まだ農地があ

る状態でございますので、昭和46年に線引き

しとんですけど、例えばおっしゃるように龍

田のところでの区域を広げるというところま

では至ってないといいますか、やはり線引き

を変えるということについては非常に厳しい

ところがございまして、今のところ無理では

ないかというふうに思います。若干、５年に

１回の細かい線引きの変更についてはしてお

りますが、議員が御指摘のもっと大幅な、龍

田での市街化区域を増やすといいますか、そ

ういう状況には今のところ無理ではないかと

いうふうに判断いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 わかりました。現状のとこ

ろは、それは非常に難しいという。ただ、地

域の力、地域が活性していくと、このことは

太子町の行政において、それはもう絶対にや

っていかなければならないことだと、これは

もう行政においても認識されておるはずで

す。それに期待しております。 

 最後になりましたが、太子町の歴史は昭和

26年（1951年）にさかのぼります。この年、

斑鳩町、石海村、太田村と合併をし、さらに

４年後の昭和30年（1955年）、龍田村を合併

編入し、現在の太子町が発足いたしました。

そして、４地区はそれぞれ沿革がございま

す。それぞれ地区または校区として今現在に

至っております。そして、４小学校は長い間

それぞれの地域のよりどころとして大切に見

守られてきました。それは子供たちが地域の

宝であると皆がそう信じているあかしでもあ

ります。また、子供たちの健やかな成長は皆

の願いでもあります。そう思うとき、子供た

ちのためにどうすればよいのか。そう考える

とき、地域のあるべき姿が見えてくるのでは

ないかと思います。太子町の行政、こぴっと

せよと申し上げたい。 

 以上で質問終わります。ありがとうござい

ます。 

○議長（橋本恭子） 以上で福井輝昭議員の

一般質問は終わりました。 

 これで一般質問を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 請願第７号 少人数学級の推 

       進などの定数改善と義務教育 

       費国庫負担制度２分の１復元 

       をはかるための、2015年度政 

       府予算に係る意見書採択の要 

       請について 

○議長（橋本恭子） 日程第２、請願第７号

少人数学級の推進などの定数改善と義務教育

費国庫負担制度２分の１復元をはかるため

の、2015年度政府予算に係る意見書採択の要

請についてを議題とします。 

 ただいま上程中の請願第７号は、会議規則

第92条第１項の規定により、お手元に配付し

ました請願付託表のとおり福祉文教常任委員

会に審査を付託します。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の本会議は６月６日午前10時から再開し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

 御苦労さまでした。 

   （散会 午後４時04分） 

 


